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高
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三

１
．
事
件
の
概
要

一
八
六
八
年
に
採
択
さ
れ
た
合
衆
国
憲
法
修
正
一
四
条
三
節
は

「
欠
格
条
項
」
と
呼
ば
れ
、
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

「
連
邦
議
会
の
議
員
、
合
衆
国
の
公
務
員
、
州
議
会
の
議
員
、

も
し
く
は
州
の
執
行
府
ま
た
は
司
法
府
の
職
員
と
し
て
、
合
衆

国
憲
法
を
支
持
す
る
宣
誓
を
し
な
が
ら
、
そ
の
後
合
衆
国
に
対

す
る
反
逆
あ
る
い
は
反
乱
に
加
わ
り
、
ま
た
は
合
衆
国
の
敵
に

援
助
も
し
く
は
便
宜
を
与
え
た
者
は
、
連
邦
議
会
の
上
院
ま
た

は
下
院
の
議
員
、
大
統
領
及
び
副
大
統
領
の
選
挙
人
、
文
官
、

武
官
を
問
わ
ず
合
衆
国
も
し
く
は
州
の
官
職
に
就
く
こ
と
は
で

き
な
い
。
た
だ
し
、
連
邦
議
会
は
、
各
議
院
の
三
分
の
二
の
投

票
で
、
そ
の
よ
う
な
欠
格
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
１
）
」。

こ
の
条
項
は
、
南
北
戦
争
後
に
南
軍
側
の
関
係
者
が
連
邦
政
府

や
州
政
府
の
議
員
や
公
務
員
に
復
職
す
る
こ
と
を
制
限
す
る
た
め

に
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
（
２
）
、
合
衆
国
憲
法
（
以
下
「
憲
法
」
と

い
う
）
を
支
持
す
る
と
宣
誓
し
た
公
務
員
が
、
後
に
（
一
）
合
衆

国
に
対
す
る
反
逆
や
反
乱
に
関
与
し
た
場
合
、
あ
る
い
は
（
二
）

ア
メ
リ
カ
大
統
領
選
へ
の
立
候
補
と
合
衆
国
憲
法
修
正
一
四
条
三
節
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日
本
法
学

　第
九
十
巻
第
二
号
（
二
〇
二
四
年
九
月
）

八
四

有
罪
票
が
あ
っ
た
も
の
の
、
解
職
に
必
要
な
三
分
の
二
の
多
数
に

は
達
せ
ず
、
有
罪
判
決
は
成
立
し
な
か
っ
た
（
６
）
。

ト
ラ
ン
プ
前
大
統
領
は
二
〇
二
二
年
一
一
月
に
次
期
大
統
領
選

挙
へ
の
正
式
な
立
候
補
を
表
明
し
た
。
コ
ロ
ラ
ド
州
の
有
権
者
数

名
が
二
〇
二
三
年
九
月
に
、
前
大
統
領
は
憲
法
の
下
、
大
統
領
職

に
就
く
資
格
が
な
く
、
二
〇
二
四
年
の
コ
ロ
ラ
ド
州
共
和
党
予
備

選
挙
の
投
票
用
紙
に
そ
の
氏
名
を
記
載
す
べ
き
で
は
な
い
と
し
て
、

州
地
方
裁
判
所
に
訴
訟
を
起
こ
し
た
。
二
〇
二
三
年
一
一
月
一
七

日
に
同
裁
判
所
は
、
連
邦
議
会
襲
撃
事
件
に
関
す
る
連
邦
議
会
の

報
告
書
の
証
明
力
を
認
め
、
前
大
統
領
の
行
為
は
「
反
逆
」
に
当

た
る
と
認
定
し
つ
つ
も
、
大
統
領
は
「
公
務
員
」
で
は
な
い
と
判

示
し
て
請
求
を
棄
却
し
た
（
７
）
。「
公
務
員
」
に
大
統
領
が
含
ま
れ
な

い
理
由
と
し
て
、
修
正
一
四
条
三
節
の
条
文
に
「
大
統
領
」
の
文

言
が
な
く
、
ま
た
「
公
務
員
」
と
い
う
語
が
大
統
領
を
含
む
包
括

的
な
表
現
で
は
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
条
文
の
制
定
過
程
で
「
大
統

領
」
の
語
が
削
除
さ
れ
た
経
緯
が
強
調
さ
れ
た
（
８
）
。

上
訴
を
受
理
し
た
コ
ロ
ラ
ド
州
最
高
裁
は
、
一
二
月
一
九
日
に
、

前
大
統
領
の
行
為
は
欠
格
条
項
に
該
当
し
、
共
和
党
予
備
選
挙
で

の
立
候
補
を
制
限
す
る
と
の
判
決
を
下
し
た
（
９
）
。
州
最
高
裁
は
、

「
公
務
員
」
と
い
う
言
葉
の
一
般
的
な
意
味
に
大
統
領
は
含
ま
れ

合
衆
国
の
敵
に
援
助
や
便
宜
を
与
え
た
場
合
、
議
会
の
超
党
派
が

「
そ
の
よ
う
な
欠
格
を
解
除
す
る
」
場
合
を
除
き
、
官
職
就
任
の

欠
格
条
項
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
（
３
）
。

ド
ナ
ル
ド
・
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
（
当
時
）
は
、
二
〇
二
〇
年
の

大
統
領
選
挙
で
敗
北
し
た
後
に
選
挙
不
正
が
あ
っ
た
と
支
持
者
に

訴
え
、
憲
法
や
連
邦
法
に
基
づ
き
連
邦
議
会
の
上
下
両
院
の
合
同

会
議
で
大
統
領
選
挙
の
選
挙
人
投
票
結
果
を
確
認
す
る
作
業
が
行

わ
れ
る
二
〇
二
一
年
一
月
六
日
に
、
連
邦
議
会
議
事
堂
近
く
で
集

会
を
開
催
し
た
。
そ
の
集
会
で
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
は
「
み
ん
な
で

議
会
に
向
け
て
行
進
し
よ
う
。
こ
の
国
を
取
り
戻
す
た
め
に
は
強

さ
を
見
せ
、
議
員
ら
に
正
し
い
こ
と
を
す
る
よ
う
要
求
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
な
ど
と
参
加
者
に
呼
び
か
け
た
。
参
加
者
た
ち
は

こ
れ
に
呼
応
し
て
連
邦
議
会
議
事
堂
へ
向
か
い
、
確
認
作
業
に
抗

議
す
る
と
と
も
に
、
警
備
の
警
官
を
振
り
切
っ
て
議
事
堂
内
に
侵

入
し
た
。
暴
徒
た
ち
は
四
時
間
近
く
議
事
堂
内
に
と
ど
ま
っ
た
が
、

最
終
的
に
警
察
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
た
（
４
）
。
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
自
身

は
議
事
堂
襲
撃
事
件
へ
の
関
与
を
否
定
し
た
が
、
連
邦
議
会
下
院

は
大
統
領
の
発
言
が
反
逆
の
扇
動
に
当
た
る
と
し
、
二
〇
二
一
年

一
月
一
三
日
に
弾
劾
訴
追
の
議
決
を
し
た
（
５
）
。
上
院
の
弾
劾
評
決
は

ト
ラ
ン
プ
大
統
領
退
任
後
の
二
月
一
三
日
に
行
わ
れ
、
五
七
票
の

）
三
三
一
（

ア
メ
リ
カ
大
統
領
選
へ
の
立
候
補
と
合
衆
国
憲
法
修
正
一
四
条
三
節
（
高
畑
）

八
五

を
受
理
し
た
（
17
）
。

２
．
判
旨

パ
ー
キ
ュ
ラ
イ
ム
（
破
棄
自
判
）

一
八
六
八
年
に
採
択
さ
れ
た
修
正
一
四
条
は
、
州
の
自
治
権
を

削
減
し
て
連
邦
の
権
限
を
拡
大
し
、
憲
法
の
定
め
る
州
と
連
邦
の

権
限
バ
ラ
ン
ス
を
変
更
し
た
。
同
条
五
節
は
、
連
邦
議
会
に
修
正

一
四
条
の
規
定
を
法
律
で
執
行
す
る
こ
と
を
認
め
た
。
同
条
三
節

も
州
の
権
限
を
制
限
す
る
も
の
で
あ
り
、
南
北
戦
争
後
に
南
軍
関

係
者
が
連
邦
の
公
職
に
復
権
す
る
の
を
阻
止
し
て
、
連
邦
の
永
続

性
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
同
節
に
は
、
憲
法
を
支

持
す
る
宣
誓
を
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
後
反
乱
に
関
わ
っ

た
者
た
ち
を
公
職
か
ら
排
除
す
る
こ
と
で
復
権
す
る
の
を
阻
止
す

る
目
的
が
あ
る
（
18
）
。

≪

修
正
一
四
条
三
節
の
自
動
執
行
性
に
つ
い
て≫

三
節
に
は
す
べ
て
の
者
に
権
利
を
付
与
す
る
と
い
う
性
質
は
な

く
、
特
定
の
個
人
に
公
職
就
任
の
資
格
を
剥
奪
す
る
と
い
う
予
防

的
か
つ
峻
厳
な
制
裁
を
与
え
る
こ
と
で
作
用
す
る
も
の
で
あ
る
。

る
と
解
釈
し
（
10
）
、
条
項
の
制
定
者
も
同
様
に
理
解
し
て
い
た
と
説
示

し
た
（
11
）
。
ま
た
、
そ
の
解
釈
は
欠
格
条
項
の
目
的
に
も
合
致
す
る
と

述
べ
て
（
12
）
、
大
統
領
の
「
公
務
員
」
該
当
性
を
肯
定
し
た
。
さ
ら

に
、
修
正
一
三
条
・
一
四
条
・
一
五
条
の
南
部
再
建
条
項
は
全
体

と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
連
邦
最
高
裁
が
修
正
一
三
条

や
修
正
一
四
条
一
節
・
二
節
、
修
正
一
五
条
を
自
動
執
行
規
定
と

解
釈
し
て
い
る
の
と
同
様
に
、
修
正
一
四
条
三
節
の
欠
格
条
項
も

自
動
執
行
規
定
で
あ
る
と
し
た
（
13
）
。
そ
し
て
、
反
逆
と
は
「
合
衆
国

政
府
の
平
和
的
な
権
力
移
譲
に
必
要
な
行
動
を
妨
げ
た
り
阻
止
し

た
り
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
集
団
が
力
や
武
力
に
よ
る
脅
し

を
用
い
る
共
同
的
か
つ
公
然
な
行
為
を
含
む
（
14
）
」
も
の
で
あ
っ
て
、

前
大
統
領
の
行
為
は
反
逆
の
扇
動
に
当
た
り
、
副
大
統
領
や
議
員

た
ち
に
結
果
確
認
作
業
を
や
め
る
よ
う
働
き
か
け
た
こ
と
は
反
逆

へ
の
加
担
で
あ
る
と
判
示
し
た
（
15
）
。
州
最
高
裁
は
ま
た
、
憲
法
二
条

一
節
二
項
の
大
統
領
選
挙
に
関
す
る
規
定
を
根
拠
に
、
今
日
有
権

者
は
個
々
の
選
挙
人
で
は
な
く
大
統
領
候
補
に
投
票
し
て
い
る
の

だ
か
ら
、
州
は
選
挙
人
の
選
任
だ
け
で
な
く
、
大
統
領
候
補
の
氏

名
を
投
票
用
紙
に
記
載
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
も
管
理
で
き
る
と

し
、
憲
法
上
欠
格
な
候
補
者
を
選
挙
か
ら
排
除
で
き
る
と
説
示
し

た
（
16
）
。
こ
れ
に
対
し
て
、
連
邦
最
高
裁
は
前
大
統
領
側
の
裁
量
上
訴

）
三
三
一
（
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二
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二
四
年
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月
）

八
六

有
の
権
限
が
あ
り
、
修
正
一
四
条
は
そ
の
権
限
を
制
約
し
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
州
の
権
限
は
、
連
邦
の
公
職
に
就
く
者

（offi
ceholders

）
と
そ
の
候
補
者
に
及
ぶ
も
の
で
は
な
い
。
連
邦

の
公
務
員
の
存
在
と
職
務
は
、
一
部
の
国
民
で
は
な
く
、
国
民
全

体
の
一
致
し
た
見
解
に
責
任
を
負
う
の
で
、
こ
れ
ら
の
公
務
員
の

選
挙
と
適
格
性
に
関
す
る
権
限
は
州
に
固
有
の
も
の
で
は
な
く
、

州
が
そ
れ
を
行
使
す
る
に
は
授
権
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し

て
憲
法
は
、
連
邦
の
公
職
に
就
く
者
や
そ
の
候
補
者
に
つ
い
て
三

節
を
執
行
す
る
権
限
を
州
に
授
権
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
被
上

訴
人
は
、
三
節
に
違
反
し
た
可
能
性
の
あ
る
連
邦
の
公
職
に
在
任

中
の
者
を
罷
免
す
る
権
限
を
憲
法
は
州
に
委
ね
た
と
は
主
張
し
て

い
な
い
。
そ
の
よ
う
な
権
限
は
「
各
々
の
州
の
い
か
な
る
支
配
も

受
け
な
い
全
国
政
府
の
完
全
な
る
独
立
性
を
憲
法
は
保
障
す
る
」

と
い
う
原
則
を
無
視
す
る
も
の
で
あ
る
。
実
際
に
こ
の
原
則
の
下
、

州
は
連
邦
公
務
員
に
対
す
る
職
務
執
行
令
状
の
発
布
や
、
連
邦
機

関
の
拘
束
下
に
あ
る
者
へ
の
人
身
保
護
令
状
の
発
布
と
い
っ
た
、

よ
り
威
力
の
少
な
い
権
限
を
も
欠
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
被
上
訴

人
は
、
州
は
三
節
の
執
行
を
連
邦
職
の
候
補
者
に
及
ぼ
す
こ
と
が

で
き
る
と
主
張
す
る
が
、
修
正
一
四
条
の
文
言
は
そ
の
よ
う
な
権

限
を
州
に
明
示
的
に
授
権
し
て
い
な
い
。
同
条
は
、
五
節
を
通
じ

グ
リ
フ
ィ
ン
判
決
で
チ
ェ
イ
ス
連
邦
最
高
裁
長
官
が
述
べ
た
よ
う

に
、
こ
の
規
定
の
対
象
と
な
る
人
物
を
確
定
す
る
必
要
が
あ
り
、

こ
の
確
認
作
業
を
実
施
す
る
た
め
に
は
、
あ
る
程
度
正
式
な
手
続
、

証
拠
、
判
決
、
判
決
の
執
行
が
不
可
欠
で
あ
る
。
憲
法
は
こ
の
よ

う
な
確
定
の
権
限
を
、
同
条
五
節
に
基
づ
き
、
連
邦
議
会
に
付
与

し
て
い
る
。

修
正
一
四
条
三
節
に
関
し
て
は
、
同
条
五
節
が
定
め
る
連
邦
議

会
の
権
限
は
重
要
で
あ
る
。
同
条
成
立
の
直
後
、
憲
法
は
三
節
を

執
行
す
る
手
段
を
規
定
し
て
い
な
い
こ
と
が
認
識
さ
れ
、
そ
の
執

行
を
定
め
る
法
律
の
必
要
性
が
理
解
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
後
五
節
に
基
づ
き
、
三
節
を
執
行
す
る
規
定
が
一
八
七
〇
年

市
民
的
権
利
法
の
一
部
と
し
て
制
定
さ
れ
た
（
19
）
。

≪

州
に
よ
る
連
邦
の
公
職
に
就
く
者
や
そ
の
候
補
者
に
対
す
る

修
正
一
四
条
三
節
の
適
用
に
つ
い
て≫

本
件
で
は
、
州
も
連
邦
議
会
と
と
も
に
修
正
一
四
条
三
節
を
執

行
で
き
る
の
か
が
争
点
と
な
っ
て
い
る
。
州
の
公
職
に
関
し
て
は

州
も
三
節
の
執
行
権
限
を
有
す
る
が
、
連
邦
の
公
職
、
特
に
大
統

領
職
に
つ
い
て
は
、
そ
の
権
限
は
な
い
。
州
に
は
憲
法
に
反
し
な

い
限
り
で
自
州
の
公
務
員
資
格
と
そ
の
選
挙
方
法
を
決
定
す
る
固

）
三
三
一
（

ア
メ
リ
カ
大
統
領
選
へ
の
立
候
補
と
合
衆
国
憲
法
修
正
一
四
条
三
節
（
高
畑
）

八
七

邦
の
公
職
の
候
補
者
に
関
す
る
連
邦
議
会
の
権
限
に
そ
う
し
た
負

荷
を
与
え
る
権
限
を
憲
法
が
州
に
積
極
的
に
委
任
し
て
い
る
と
想

定
す
る
の
に
は
無
理
が
あ
る
。

被
上
訴
人
は
、
修
正
一
四
条
の
採
択
後
の
数
年
間
に
、
連
邦
の

公
職
に
就
く
者
や
そ
の
候
補
者
に
対
し
て
州
が
同
条
三
節
を
執
行

し
た
実
績
を
指
摘
し
て
い
な
い
。
こ
う
し
た
先
例
の
欠
如
は
、
主

張
さ
れ
る
権
限
に
「
深
刻
な
憲
法
上
の
欠
損
」
が
あ
る
こ
と
を

「
示
唆
」
す
る
も
の
だ
。
州
は
修
正
一
四
条
の
採
択
後
に
州
の
公

職
就
任
で
欠
格
に
し
た
こ
と
が
あ
り
、
連
邦
で
は
な
く
州
の
公
職

に
対
す
る
欠
格
と
い
う
パ
タ
ー
ン
は
、
州
が
連
邦
の
公
職
に
対
し

て
執
行
権
限
を
欠
い
て
い
た
と
い
う
「
一
般
的
理
解
が
あ
っ
た
こ

と
の
説
得
力
の
あ
る
証
拠
」
と
な
る
（
20
）
。

≪

修
正
一
四
条
三
節
の
執
行
に
お
け
る
連
邦
議
会
の
役
割
に
つ

い
て≫

連
邦
の
公
職
に
就
く
者
や
そ
の
候
補
者
に
対
し
て
、
修
正
一
四

条
三
節
を
長
く
効
力
の
あ
る
も
の
に
し
て
き
た
の
は
連
邦
議
会
で

あ
る
。
連
邦
議
会
は
一
八
七
〇
年
市
民
的
権
利
法
を
制
定
し
、
連

邦
検
事
に
対
し
て
、
三
節
に
違
反
す
る
連
邦
お
よ
び
州
の
非
民
選

公
務
員
の
解
職
請
求
を
連
邦
裁
判
所
に
民
事
訴
訟
と
し
て
提
起
す

て
執
行
権
限
を
連
邦
議
会
に
認
め
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
だ
。

修
正
一
四
条
の
本
質
は
、
州
権
の
制
約
に
あ
る
。
ま
た
同
条
は
、

そ
の
条
項
を
州
に
対
し
て
執
行
す
る
新
し
い
権
限
を
連
邦
議
会
に

付
与
し
た
。
こ
の
よ
う
な
特
殊
な
条
項
が
黙
示
で
あ
れ
連
邦
職
の

候
補
者
を
欠
格
に
す
る
権
限
を
州
に
認
め
て
い
る
と
理
解
す
る
の

は
不
自
然
で
あ
る
。

憲
法
は
選
挙
条
項
（
一
条
四
節
一
項
）
お
よ
び
選
挙
人
条
項

（
二
条
一
節
二
項
）
で
、
連
邦
議
会
議
員
と
大
統
領
の
選
挙
を
州

が
管
理
し
実
施
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
規
定
が

修
正
一
四
条
三
節
に
関
し
て
州
に
対
す
る
授
権
を
黙
示
的
に
認
め

る
根
拠
に
な
る
と
認
め
る
理
由
は
存
在
し
な
い
。
こ
の
よ
う
な
州

へ
の
授
権
は
、
修
正
一
四
条
が
定
め
た
連
邦
と
州
の
権
限
上
の
バ

ラ
ン
ス
を
大
き
く
変
更
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

修
正
一
四
条
三
節
の
文
言
も
、
こ
の
見
解
を
補
強
す
る
。
三
節

は
連
邦
議
会
に
よ
る
欠
格
の
解
除
を
規
定
し
て
い
る
が
、
こ
の
解

除
権
限
に
制
限
は
な
く
、
連
邦
議
会
は
い
つ
で
も
行
使
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
そ
も
そ
も
州
が
こ
の
三
節
を
立
候
補
制
限
と
し
て
自

由
に
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
な
ら
、
連
邦
議
会
は
そ
の
決
定

の
影
響
を
現
在
の
選
挙
サ
イ
ク
ル
に
及
ぼ
し
た
い
場
合
、
投
票
が

始
ま
る
前
に
解
除
権
を
行
使
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
だ
が
、
連

）
三
三
一
（
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八
八

合
性
お
よ
び
比
例
性
を
反
映
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

連
邦
議
会
は
〔
一
八
六
二
年
没
収
法
と
一
八
七
〇
年
市
民
的
権

利
法
の
〕
ほ
か
に
、
修
正
一
四
条
三
節
を
執
行
す
る
法
律
を
制
定

し
て
い
な
い
（
22
）
。

≪

大
統
領
選
挙
に
お
け
る
州
の
修
正
一
四
条
三
節
執
行
の
不
能

性
に
つ
い
て≫

連
邦
の
公
職
に
就
く
者
や
そ
の
候
補
者
に
対
す
る
州
の
修
正

一
四
条
三
節
を
執
行
す
る
権
限
は
、
同
条
五
節
に
基
づ
く
こ
と
は

な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
逆
に
、
州
の
こ
の
権
限
は
適
用
範
囲
が
広
い

と
主
張
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
連
邦
の
公
職
に
関
し
て
憲
法
が

連
邦
よ
り
広
い
権
限
を
州
に
認
め
て
い
る
と
は
考
え
に
く
い
。

ま
た
大
統
領
職
に
関
し
て
、
州
の
三
節
執
行
に
は
よ
り
大
き
な

懸
念
が
あ
る
。「
大
統
領
選
挙
に
州
が
課
す
制
限
に
は
、
独
特
の

全
国
的
な
重
要
利
益
が
関
係
す
る
の
で
あ
る
」。
大
統
領
選
挙
の

候
補
者
が
三
節
に
よ
り
欠
格
に
な
る
の
か
に
つ
い
て
各
州
が
そ
れ

ぞ
れ
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
で
は
、「
大
統
領
は
全
国
の

す
べ
て
の
有
権
者
を
代
表
す
る
」
と
い
う
基
本
原
理
と
合
致
す
る

統
一
的
な
判
断
が
下
さ
れ
る
可
能
性
は
極
め
て
低
い
だ
ろ
う
。
州

ご
と
に
本
案
に
対
す
る
判
断
が
異
な
る
だ
け
で
な
く
、
訴
訟
手
続

る
権
限
を
与
え
、
同
節
に
反
し
て
公
職
に
就
き
ま
た
は
就
こ
う
と

す
る
こ
と
を
連
邦
犯
罪
と
し
た
。
連
邦
議
会
の
上
院
と
下
院
は
、

憲
法
一
条
に
基
づ
く
独
自
の
権
限
か
ら
、
連
邦
議
会
議
員
や
そ
の

当
選
者
を
修
正
一
四
条
三
節
に
違
反
す
る
の
か
と
い
う
点
か
ら
裁

い
た
こ
と
が
あ
る
。
さ
ら
に
反
逆
反
乱
へ
の
関
与
を
連
邦
犯
罪
に

し
て
公
務
就
任
の
欠
格
事
由
と
し
た
一
八
六
二
年
没
収
法
は
、
欠

格
を
執
行
す
る
追
加
的
手
続
を
規
定
し
て
い
た
（
21
）
。

≪

修
正
一
四
条
三
節
を
執
行
す
る
法
律
に
求
め
ら
れ
る
内
容≫

修
正
一
四
条
五
節
の
定
め
る
連
邦
議
会
の
権
限
は
厳
密
に
「
救

済
的
な
」
法
律
の
制
定
で
あ
る
た
め
、
同
条
三
節
を
執
行
す
る
連

邦
議
会
の
法
律
制
定
権
限
は
五
節
に
よ
り
限
定
さ
れ
る
。
こ
の
限

定
に
対
応
す
る
た
め
、
連
邦
議
会
は
立
法
が
修
正
一
四
条
の
禁
止

す
る
特
定
行
為
に
対
す
る
救
済
的
予
防
的
な
内
容
に
な
る
よ
う
入

念
に
調
整
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

修
正
一
四
条
三
節
は
、
同
条
の
他
の
条
項
と
は
異
な
り
、
個
人

の
行
為
を
禁
止
す
る
も
の
で
、
憲
法
遵
守
宣
誓
の
後
に
合
衆
国
に

対
す
る
反
逆
反
乱
に
参
加
し
た
者
の
公
務
就
任
を
禁
止
す
る
に
す

ぎ
な
い
。
同
節
を
執
行
す
る
連
邦
法
は
、
当
該
行
為
に
対
す
る
予

防
性
・
救
済
性
と
目
的
達
成
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
手
段
と
の
整

）
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一
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ア
メ
リ
カ
大
統
領
選
へ
の
立
候
補
と
合
衆
国
憲
法
修
正
一
四
条
三
節
（
高
畑
）

八
九

≪

結
論
の
全
員
一
致
の
強
調≫

連
邦
最
高
裁
の
九
名
の
判
事
全
員
が
こ
の
結
論
に
同
意
し
て
い

る
。
四
名
の
判
事
は
、
修
正
一
四
条
三
節
の
作
用
に
関
す
る
特
徴

や
、
同
条
五
節
に
基
づ
く
連
邦
議
会
の
三
節
執
行
と
い
う
点
に
反

対
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
点
は
州
が
三
節
を
執
行
す
る
権
限
を

欠
い
て
い
る
こ
と
の
唯
一
の
理
由
で
は
な
い
。
当
該
法
廷
意
見
の

多
様
な
点
が
結
び
つ
い
て
こ
の
結
論
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、

そ
れ
ら
は
こ
の
全
員
一
致
の
判
決
に
不
可
欠
な
の
で
あ
る
（
24
）
。

バ
レ
ッ
ト
判
事
一
部
同
意
・
一
部
結
論
同
意
意
見

州
は
大
統
領
選
挙
の
候
補
者
に
対
し
て
修
正
一
四
条
三
節
を
執

行
す
る
権
限
を
も
た
な
い
と
す
る
点
に
つ
き
、
法
廷
意
見
に
同
意

す
る
。
本
件
を
解
決
す
る
に
は
こ
の
原
則
で
十
分
で
あ
り
、
そ
れ

以
上
に
つ
い
て
は
判
断
し
な
い
。

本
件
で
は
連
邦
議
会
の
立
法
が
三
節
を
執
行
す
る
唯
一
の
手
段

な
の
か
と
い
う
複
雑
な
問
題
を
検
討
す
る
必
要
は
な
い
の
だ
が
、

法
廷
意
見
が
そ
れ
を
検
討
し
て
し
ま
っ
た
。
思
う
に
、
い
ま
は
声

高
に
違
い
を
強
調
す
る
時
で
は
な
い
。
当
裁
判
所
は
大
統
領
選
挙

が
実
施
さ
れ
る
不
安
定
な
時
期
に
、
政
治
的
緊
迫
度
の
高
い
問
題

を
決
着
し
た
の
だ
。
こ
う
し
た
状
況
で
は
、
本
判
決
に
対
す
る
評

に
関
す
る
法
も
異
な
る
こ
と
が
、
大
統
領
選
の
同
一
候
補
者
の
欠

格
性
に
対
す
る
各
州
の
判
定
が
食
い
違
う
理
由
と
な
ろ
う
。
州
ご

と
に
、
立
証
の
際
に
求
め
ら
れ
る
厳
密
性
の
程
度
も
異
な
る
う
え

に
、
伝
聞
証
拠
の
証
明
力
の
認
定
に
も
差
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

同
一
の
行
為
を
審
理
の
対
象
に
し
て
も
、
あ
る
州
で
は
候
補
者
が

適
格
に
な
る
一
方
で
、
別
の
州
で
は
欠
格
に
な
る
事
態
が
発
生
し

う
る
の
で
あ
る
。

州
が
修
正
一
四
条
三
節
を
執
行
し
た
結
果
生
じ
う
る
「
不
統

一
」
は
、
連
邦
政
府
と
国
民
全
体
と
の
直
接
的
な
結
び
つ
き
を
切

断
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
大
統
領
選
挙
で
は
「
各
州
で
の
投
票
の

イ
ン
パ
ク
ト
は
、
他
の
州
で
様
々
な
候
補
者
に
投
じ
ら
れ
た
票
の

影
響
を
受
け
る
の
で
あ
る
」。
投
票
後
に
三
節
の
欠
格
が
主
張
さ

れ
た
場
合
、
深
刻
な
混
乱
が
発
生
し
、
選
挙
結
果
は
変
更
さ
れ
る

か
も
し
れ
な
い
。
憲
法
は
、
こ
の
よ
う
な
、
い
つ
発
生
し
て
も
不

思
議
で
は
な
い
混
乱
に
耐
え
る
こ
と
を
国
民
に
求
め
て
は
い
な
い

の
だ
。

連
邦
の
公
職
に
就
く
者
と
そ
の
候
補
者
に
対
す
る
三
節
の
執
行

は
連
邦
議
会
の
権
限
で
あ
り
、
州
の
権
限
で
は
な
い
。
コ
ロ
ラ
ド

州
最
高
裁
の
判
決
は
こ
の
結
論
と
合
致
し
な
い
（
23
）
。
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八
九

≪

結
論
の
全
員
一
致
の
強
調≫

連
邦
最
高
裁
の
九
名
の
判
事
全
員
が
こ
の
結
論
に
同
意
し
て
い

る
。
四
名
の
判
事
は
、
修
正
一
四
条
三
節
の
作
用
に
関
す
る
特
徴

や
、
同
条
五
節
に
基
づ
く
連
邦
議
会
の
三
節
執
行
と
い
う
点
に
反

対
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
点
は
州
が
三
節
を
執
行
す
る
権
限
を

欠
い
て
い
る
こ
と
の
唯
一
の
理
由
で
は
な
い
。
当
該
法
廷
意
見
の

多
様
な
点
が
結
び
つ
い
て
こ
の
結
論
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、

そ
れ
ら
は
こ
の
全
員
一
致
の
判
決
に
不
可
欠
な
の
で
あ
る
（
24
）
。

バ
レ
ッ
ト
判
事
一
部
同
意
・
一
部
結
論
同
意
意
見

州
は
大
統
領
選
挙
の
候
補
者
に
対
し
て
修
正
一
四
条
三
節
を
執

行
す
る
権
限
を
も
た
な
い
と
す
る
点
に
つ
き
、
法
廷
意
見
に
同
意

す
る
。
本
件
を
解
決
す
る
に
は
こ
の
原
則
で
十
分
で
あ
り
、
そ
れ

以
上
に
つ
い
て
は
判
断
し
な
い
。

本
件
で
は
連
邦
議
会
の
立
法
が
三
節
を
執
行
す
る
唯
一
の
手
段

な
の
か
と
い
う
複
雑
な
問
題
を
検
討
す
る
必
要
は
な
い
の
だ
が
、

法
廷
意
見
が
そ
れ
を
検
討
し
て
し
ま
っ
た
。
思
う
に
、
い
ま
は
声

高
に
違
い
を
強
調
す
る
時
で
は
な
い
。
当
裁
判
所
は
大
統
領
選
挙

が
実
施
さ
れ
る
不
安
定
な
時
期
に
、
政
治
的
緊
迫
度
の
高
い
問
題

を
決
着
し
た
の
だ
。
こ
う
し
た
状
況
で
は
、
本
判
決
に
対
す
る
評

に
関
す
る
法
も
異
な
る
こ
と
が
、
大
統
領
選
の
同
一
候
補
者
の
欠

格
性
に
対
す
る
各
州
の
判
定
が
食
い
違
う
理
由
と
な
ろ
う
。
州
ご

と
に
、
立
証
の
際
に
求
め
ら
れ
る
厳
密
性
の
程
度
も
異
な
る
う
え

に
、
伝
聞
証
拠
の
証
明
力
の
認
定
に
も
差
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

同
一
の
行
為
を
審
理
の
対
象
に
し
て
も
、
あ
る
州
で
は
候
補
者
が

適
格
に
な
る
一
方
で
、
別
の
州
で
は
欠
格
に
な
る
事
態
が
発
生
し

う
る
の
で
あ
る
。

州
が
修
正
一
四
条
三
節
を
執
行
し
た
結
果
生
じ
う
る
「
不
統

一
」
は
、
連
邦
政
府
と
国
民
全
体
と
の
直
接
的
な
結
び
つ
き
を
切

断
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
大
統
領
選
挙
で
は
「
各
州
で
の
投
票
の

イ
ン
パ
ク
ト
は
、
他
の
州
で
様
々
な
候
補
者
に
投
じ
ら
れ
た
票
の

影
響
を
受
け
る
の
で
あ
る
」。
投
票
後
に
三
節
の
欠
格
が
主
張
さ

れ
た
場
合
、
深
刻
な
混
乱
が
発
生
し
、
選
挙
結
果
は
変
更
さ
れ
る

か
も
し
れ
な
い
。
憲
法
は
、
こ
の
よ
う
な
、
い
つ
発
生
し
て
も
不

思
議
で
は
な
い
混
乱
に
耐
え
る
こ
と
を
国
民
に
求
め
て
は
い
な
い

の
だ
。

連
邦
の
公
職
に
就
く
者
と
そ
の
候
補
者
に
対
す
る
三
節
の
執
行

は
連
邦
議
会
の
権
限
で
あ
り
、
州
の
権
限
で
は
な
い
。
コ
ロ
ラ
ド

州
最
高
裁
の
判
決
は
こ
の
結
論
と
合
致
し
な
い
（
23
）
。
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い
、
州
ご
と
の
不
統
一
と
い
う
混
乱
を
引
き
起
こ
す
だ
ろ
う
と
判

決
し
た
。
本
件
の
解
決
に
は
こ
れ
で
十
分
だ
が
、
法
廷
意
見
は
そ

の
先
に
進
ん
で
し
ま
っ
た
。
将
来
の
議
論
か
ら
当
裁
判
所
と
上
訴

人
を
切
り
離
す
た
め
に
、
法
廷
意
見
は
ま
っ
た
く
新
し
い
憲
法
問

題
、
す
な
わ
ち
ど
の
連
邦
機
関
が
修
正
一
四
条
三
節
を
執
行
す
る

権
限
を
も
つ
の
か
、
そ
し
て
そ
の
執
行
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
と
い

う
問
題
に
つ
い
て
判
断
し
、
同
条
五
節
に
基
づ
い
て
連
邦
議
会
が

連
邦
法
を
制
定
し
た
場
合
に
限
り
反
逆
に
よ
る
欠
格
を
裁
定
で
き

る
と
判
決
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
別
の
連
邦
機
関
が
三

節
を
執
行
す
る
可
能
性
は
な
く
な
っ
た
。
そ
う
し
た
意
見
に
は
同

意
で
き
な
い
。

憲
法
構
造
に
組
み
込
ま
れ
た
連
邦
制
の
原
則
が
本
件
を
解
決
す

る
。
州
は
連
邦
制
の
弱
体
化
を
狙
っ
て
、
選
挙
を
管
理
す
る
権
限

を
行
使
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
よ
う
な
危
険
は
、
大
統
領

選
挙
で
は
い
っ
そ
う
深
刻
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
局
面
で
の
州
の

規
制
に
は
、
州
の
境
界
を
越
え
て
「
独
特
の
全
国
的
な
重
要
利
益

が
関
係
す
る
」。
州
は
大
統
領
選
挙
に
対
し
て
重
要
な
権
限
を
も

つ
の
は
間
違
い
な
い
が
、
連
邦
制
を
含
む
他
の
憲
法
規
定
に
よ
っ

て
制
約
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

い
く
つ
か
の
州
の
一
部
の
幹
部
が
次
期
大
統
領
を
決
定
す
る
と

価
は
国
民
の
熱
気
を
高
め
る
も
の
で
は
な
く
冷
ま
す
も
の
で
あ
る

べ
き
だ
。
そ
の
意
味
で
、
我
々
の
間
の
意
見
が
一
致
し
た
こ
と
の

方
が
そ
の
相
違
よ
り
も
は
る
か
に
重
要
で
あ
る
。
九
名
の
判
事
全

員
が
本
判
決
の
結
論
に
同
意
し
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
ア
メ
リ
カ

の
人
々
が
納
得
す
べ
き
メ
ッ
セ
ー
ジ
な
の
で
あ
る
（
25
）
。

ソ
ト
マ
イ
ヨ
ー
ル
判
事
結
論
同
意
意
見
（
ケ
イ
ガ
ン
判
事
、

ジ
ャ
ク
ソ
ン
判
事
同
調
）

「
必
要
が
な
い
の
に
踏
み
込
ん
だ
判
決
を
す
る
べ
き
で
は
な
い
」

と
い
う
司
法
の
自
己
抑
制
は
、
建
国
以
来
の
原
則
で
あ
る
。「
ル
ー

ル
を
特
定
の
事
案
に
適
用
す
る
者
は
必
然
的
に
そ
の
ル
ー
ル
を
説

明
し
て
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
か
ら
こ
そ
、
当
裁
判
所
は

「
法
が
何
で
あ
る
の
か
を
述
べ
る
こ
と
」
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の

だ
。本

判
決
は
こ
の
非
常
に
重
要
な
原
則
か
ら
逸
脱
し
、
本
件
だ
け

で
な
く
将
来
生
じ
う
る
課
題
に
つ
い
て
も
判
断
を
下
し
た
。
本
件

で
当
裁
判
所
は
、
州
が
修
正
一
四
条
三
節
の
下
で
大
統
領
選
挙
の

候
補
者
を
予
備
選
挙
の
投
票
用
紙
か
ら
除
外
す
る
こ
と
が
で
き
る

の
か
に
つ
い
て
判
断
す
る
は
ず
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
コ
ロ
ラ
ド
州

に
そ
れ
を
認
め
る
こ
と
は
、
ア
メ
リ
カ
の
連
邦
主
義
と
相
容
れ
な
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ア
メ
リ
カ
大
統
領
選
へ
の
立
候
補
と
合
衆
国
憲
法
修
正
一
四
条
三
節
（
高
畑
）

九
一

節
の
明
白
な
禁
止
規
定
に
は
、
同
条
五
節
に
基
づ
い
て
制
定
さ
れ

た
法
律
に
よ
る
執
行
が
必
須
で
あ
る
と
は
明
記
さ
れ
て
な
い
。
三

節
自
体
は
そ
の
逆
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
連
邦
議
会
に
よ
る

欠
格
の
解
除
を
規
定
し
て
い
る
。
連
邦
議
会
の
過
半
数
が
執
行
法

を
廃
止
し
制
定
し
な
い
こ
と
で
三
節
の
運
用
を
無
に
で
き
る
の
な

ら
、
憲
法
が
欠
格
の
解
除
に
な
ぜ
三
分
の
二
の
多
数
を
要
求
し
た

の
か
理
解
で
き
な
い
。

修
正
一
四
条
の
別
の
条
項
も
法
廷
意
見
の
見
解
を
支
持
す
る
も

の
で
は
な
い
。
五
節
は
、
連
邦
議
会
に
法
律
に
よ
る
修
正
一
四
条

の
執
行
権
限
を
与
え
た
。
し
か
し
、
い
か
な
る
種
の
救
済
的
立
法

も
不
要
で
あ
る
。
南
部
再
建
期
の
修
正
条
項
は
す
べ
て
自
動
執
行

で
あ
っ
て
、
立
法
を
必
要
と
し
な
い
。
大
統
領
の
欠
格
に
関
す
る

別
の
規
定
も
、
法
律
に
よ
る
執
行
を
必
要
と
し
て
な
い
の
で
あ
る
。

法
廷
意
見
は
、
三
節
の
欠
格
に
関
す
る
特
別
の
ル
ー
ル
を
創
設
し

た
だ
け
な
の
だ
。

三
節
の
欠
格
は
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
制
定
さ
れ
た
法

律
に
基
づ
く
の
で
な
い
限
り
行
わ
れ
な
い
と
い
う
要
請
を
裏
づ
け

る
根
拠
を
、
法
廷
意
見
は
何
も
示
し
て
い
な
い
。
グ
リ
フ
ィ
ン
判

決
を
引
用
す
る
が
、
そ
れ
に
は
先
例
と
し
て
の
効
力
が
な
い
。
法

廷
意
見
は
、
三
節
に
関
す
る
未
解
決
の
問
題
に
判
断
を
下
し
、
裁

い
う
の
は
、
三
節
の
関
係
か
ら
み
れ
ば
驚
く
べ
き
結
論
で
あ
る
。

南
部
再
建
期
の
憲
法
修
正
条
項
は
連
邦
の
権
限
拡
大
と
州
の
権
限

制
約
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
り
、
修
正
一
四
条
三
節
は
州
が
自
ら

の
公
務
員
を
選
任
す
る
権
限
に
憲
法
上
の
制
限
を
加
え
よ
う
と
し

た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
州
に
次
期
大
統
領
を
決
定
す
る

新
し
い
権
限
を
付
与
し
た
と
い
う
主
張
は
、
三
節
の
論
理
に
反
す

る
。こ

こ
ま
で
の
説
示
で
、
本
件
を
解
決
す
る
確
実
か
つ
充
分
な
根

拠
は
示
さ
れ
て
い
る
。
コ
ロ
ラ
ド
州
に
三
節
を
執
行
す
る
権
限
を

認
め
る
こ
と
は
、「
国
民
に
直
接
責
任
を
負
う
連
邦
制
」
と
い
う

起
草
者
た
ち
の
想
定
を
危
う
く
す
る
の
で
あ
る
。
当
裁
判
所
は
こ

の
結
論
を
説
示
す
る
こ
と
か
ら
始
め
て
、
そ
し
て
終
え
る
べ
き

だ
っ
た
（
26
）
。

≪

法
廷
意
見
に
対
す
る
批
判≫

本
件
は
連
邦
政
府
が
当
事
者
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
法

廷
意
見
は
連
邦
に
よ
る
修
正
一
四
条
三
節
の
執
行
は
ど
の
よ
う
に

進
め
ら
れ
る
べ
き
な
の
か
に
つ
い
て
触
れ
、
そ
の
執
行
に
際
し
て

連
邦
議
会
は
法
律
を
制
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
判
示
し
た
。

こ
の
よ
う
な
想
定
は
三
節
の
条
文
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
。
同

）
三
一
三
（



ア
メ
リ
カ
大
統
領
選
へ
の
立
候
補
と
合
衆
国
憲
法
修
正
一
四
条
三
節
（
高
畑
）

九
一

節
の
明
白
な
禁
止
規
定
に
は
、
同
条
五
節
に
基
づ
い
て
制
定
さ
れ

た
法
律
に
よ
る
執
行
が
必
須
で
あ
る
と
は
明
記
さ
れ
て
な
い
。
三

節
自
体
は
そ
の
逆
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
連
邦
議
会
に
よ
る

欠
格
の
解
除
を
規
定
し
て
い
る
。
連
邦
議
会
の
過
半
数
が
執
行
法

を
廃
止
し
制
定
し
な
い
こ
と
で
三
節
の
運
用
を
無
に
で
き
る
の
な

ら
、
憲
法
が
欠
格
の
解
除
に
な
ぜ
三
分
の
二
の
多
数
を
要
求
し
た

の
か
理
解
で
き
な
い
。

修
正
一
四
条
の
別
の
条
項
も
法
廷
意
見
の
見
解
を
支
持
す
る
も

の
で
は
な
い
。
五
節
は
、
連
邦
議
会
に
法
律
に
よ
る
修
正
一
四
条

の
執
行
権
限
を
与
え
た
。
し
か
し
、
い
か
な
る
種
の
救
済
的
立
法

も
不
要
で
あ
る
。
南
部
再
建
期
の
修
正
条
項
は
す
べ
て
自
動
執
行

で
あ
っ
て
、
立
法
を
必
要
と
し
な
い
。
大
統
領
の
欠
格
に
関
す
る

別
の
規
定
も
、
法
律
に
よ
る
執
行
を
必
要
と
し
て
な
い
の
で
あ
る
。

法
廷
意
見
は
、
三
節
の
欠
格
に
関
す
る
特
別
の
ル
ー
ル
を
創
設
し

た
だ
け
な
の
だ
。

三
節
の
欠
格
は
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
制
定
さ
れ
た
法

律
に
基
づ
く
の
で
な
い
限
り
行
わ
れ
な
い
と
い
う
要
請
を
裏
づ
け

る
根
拠
を
、
法
廷
意
見
は
何
も
示
し
て
い
な
い
。
グ
リ
フ
ィ
ン
判

決
を
引
用
す
る
が
、
そ
れ
に
は
先
例
と
し
て
の
効
力
が
な
い
。
法

廷
意
見
は
、
三
節
に
関
す
る
未
解
決
の
問
題
に
判
断
を
下
し
、
裁

い
う
の
は
、
三
節
の
関
係
か
ら
み
れ
ば
驚
く
べ
き
結
論
で
あ
る
。

南
部
再
建
期
の
憲
法
修
正
条
項
は
連
邦
の
権
限
拡
大
と
州
の
権
限

制
約
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
り
、
修
正
一
四
条
三
節
は
州
が
自
ら

の
公
務
員
を
選
任
す
る
権
限
に
憲
法
上
の
制
限
を
加
え
よ
う
と
し

た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
州
に
次
期
大
統
領
を
決
定
す
る

新
し
い
権
限
を
付
与
し
た
と
い
う
主
張
は
、
三
節
の
論
理
に
反
す

る
。こ

こ
ま
で
の
説
示
で
、
本
件
を
解
決
す
る
確
実
か
つ
充
分
な
根

拠
は
示
さ
れ
て
い
る
。
コ
ロ
ラ
ド
州
に
三
節
を
執
行
す
る
権
限
を

認
め
る
こ
と
は
、「
国
民
に
直
接
責
任
を
負
う
連
邦
制
」
と
い
う

起
草
者
た
ち
の
想
定
を
危
う
く
す
る
の
で
あ
る
。
当
裁
判
所
は
こ

の
結
論
を
説
示
す
る
こ
と
か
ら
始
め
て
、
そ
し
て
終
え
る
べ
き

だ
っ
た
（
26
）
。
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に
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本
件
は
連
邦
政
府
が
当
事
者
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
法

廷
意
見
は
連
邦
に
よ
る
修
正
一
四
条
三
節
の
執
行
は
ど
の
よ
う
に

進
め
ら
れ
る
べ
き
な
の
か
に
つ
い
て
触
れ
、
そ
の
執
行
に
際
し
て

連
邦
議
会
は
法
律
を
制
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
判
示
し
た
。

こ
の
よ
う
な
想
定
は
三
節
の
条
文
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
。
同

）
三
一
三
（



日
本
法
学

　第
九
十
巻
第
二
号
（
二
〇
二
四
年
九
月
）

九
二

Ｂ
．
州
に
よ
る
欠
格
条
項
の
執
行

本
件
で
の
争
点
は
、
州
が
大
統
領
選
挙
の
候
補
者
に
つ
い
て
修

正
一
四
条
三
節
を
執
行
し
、
そ
の
欠
格
を
認
定
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
連
邦
最
高
裁
は
全
員
一
致
で
、

州
は
連
邦
の
公
職
に
就
く
者
と
そ
の
候
補
者
に
関
し
て
欠
格
条
項

を
執
行
す
る
権
限
は
な
い
と
の
判
決
を
下
し
た
。

法
廷
意
見
は
、
連
邦
の
公
職
に
就
く
者
の
職
務
は
国
民
全
体
に

責
任
を
負
う
も
の
で
あ
り
、
そ
の
適
格
性
を
審
査
す
る
権
限
は
原

則
と
し
て
連
邦
政
府
に
属
し
、
憲
法
や
法
律
の
授
権
が
な
い
限
り

州
は
行
使
で
き
な
い
と
し
て
、
憲
法
自
体
は
そ
の
よ
う
な
授
権
を

明
示
的
に
は
し
て
い
な
い
と
説
示
す
る
。
ま
た
、
修
正
一
四
条
を

含
む
南
北
戦
争
に
伴
っ
て
制
定
さ
れ
た
憲
法
修
正
が
州
の
権
限
削

減
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
、
当
該
権
限
の

黙
示
の
授
権
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
た
。
加
え
て
、
欠

格
条
項
に
基
づ
き
州
が
単
独
で
連
邦
の
公
務
員
の
地
位
を
は
く
奪

し
た
歴
史
的
事
実
が
欠
如
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
、
こ
の
こ

と
は
州
の
同
条
項
の
執
行
権
限
は
連
邦
に
は
及
ば
な
い
と
い
う
一

般
的
理
解
が
制
定
当
時
か
ら
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
強
く
推
認
さ

せ
る
と
指
摘
し
た
。
確
か
に
憲
法
は
選
挙
条
項
（
一
条
四
節
一

項
）
お
よ
び
選
挙
人
条
項
（
二
条
一
節
二
項
）
に
お
い
て
、
連
邦

判
所
の
三
節
の
執
行
の
可
能
性
を
閉
ざ
し
て
し
ま
っ
た
。
さ
ら
に
、

三
節
を
執
行
す
る
法
律
は
そ
れ
に
適
合
す
る
よ
う
調
整
さ
れ
た
手

続
を
定
め
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
説
示
し
て
、
連
邦
政
府
に
遵
守

を
求
め
る
連
邦
の
一
般
法
に
よ
る
執
行
を
排
除
し
て
し
ま
っ
た
。

こ
う
す
る
こ
と
で
、
法
廷
意
見
は
反
逆
者
と
目
さ
れ
る
人
物
を
欠

格
に
か
か
る
将
来
の
訴
え
か
ら
保
護
し
た
の
で
あ
る
（
27
）
。

３
．
検
討

Ａ
．
欠
格
条
項
の
歴
史
性

前
述
の
よ
う
に
、
憲
法
修
正
一
四
条
三
節
は
南
北
戦
争
後
に
南

軍
関
係
者
が
連
邦
の
公
職
に
復
帰
す
る
の
を
阻
止
す
る
た
め
に
制

定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
条
項
を
そ
の
目
的
に

限
定
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
あ
り
得
る
の
で
あ
っ
て
、
実
際
に
そ

う
し
た
主
張
も
な
さ
れ
て
い
る
（
28
）
。
本
判
決
で
は
ど
の
判
事
も
、
欠

格
条
項
が
南
北
戦
争
に
関
連
す
る
規
定
で
あ
り
、
現
代
的
意
義
は

な
い
と
の
立
場
を
と
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
連
邦
最
高
裁
は
同
条

項
を
歴
史
的
規
定
と
は
解
釈
せ
ず
、
現
在
も
適
用
可
能
な
規
範
と

判
断
し
た
の
で
あ
る
。

）
三
一
一
（

ア
メ
リ
カ
大
統
領
選
へ
の
立
候
補
と
合
衆
国
憲
法
修
正
一
四
条
三
節
（
高
畑
）

九
三

Ｃ
．
欠
格
条
項
の
自
動
執
行
性

法
廷
意
見
の
中
で
四
名
の
判
事
が
不
要
だ
と
す
る
と
こ
ろ
は
、

欠
格
条
項
の
執
行
に
は
連
邦
法
の
存
在
が
必
要
で
あ
る
と
認
定
し

た
箇
所
と
、
そ
の
執
行
法
の
内
容
に
関
す
る
部
分
で
あ
る
。
そ
こ

で
ま
ず
、
欠
格
条
項
の
執
行
に
は
連
邦
法
の
存
在
が
必
要
な
の
か

と
い
う
問
題
、
す
な
わ
ち
欠
格
条
項
の
自
動
執
行
性
に
つ
い
て
検

討
す
る
。

こ
こ
で
い
う
自
動
執
行
と
は
、
連
邦
の
公
職
に
就
く
者
と
そ
の

候
補
者
に
対
し
て
修
正
一
四
条
三
節
の
要
件
を
充
足
す
る
こ
と
が

認
定
さ
れ
た
場
合
、
即
座
に
欠
格
条
項
の
効
力
が
発
生
す
る
こ
と

を
い
う
（
30
）
。
欠
格
条
項
の
自
動
執
行
性
を
肯
定
す
る
立
場
は
、
憲
法

に
は
当
該
条
項
の
ほ
か
に
大
統
領
の
欠
格
に
関
す
る
規
定
（
31
）
が
あ
る

が
、
そ
れ
は
自
動
執
行
規
定
な
の
だ
か
ら
修
正
一
四
条
三
節
も
同

様
に
自
動
執
行
規
定
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
た
（
32
）
。

法
廷
意
見
は
、
欠
格
条
項
成
立
直
後
に
チ
ェ
イ
ス
連
邦
最
高
裁

長
官
が
下
級
審
裁
判
官
と
し
て
欠
格
条
項
の
自
動
執
行
性
を
否
定

し
、
連
邦
法
の
制
定
を
要
求
し
た
グ
リ
フ
ィ
ン
判
決
（
33
）
に
言
及
し

て
、
欠
格
条
項
の
適
用
対
象
者
を
確
定
す
る
た
め
の
手
続
が
必
要

で
あ
り
、
修
正
一
四
条
五
節
に
基
づ
き
連
邦
議
会
に
そ
の
よ
う
な

手
続
規
定
を
制
定
す
る
権
限
が
付
与
さ
れ
る
と
指
摘
し
た
。
そ
し

議
会
議
員
の
選
挙
と
大
統
領
選
の
選
挙
人
の
選
出
を
州
が
管
理
し

実
施
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
が
、「
大
統
領
選
挙
に
州
が
課
す

制
限
に
は
、
独
特
の
全
国
的
な
重
要
利
益
が
関
係
す
る
（
29
）
」
た
め
、

州
に
対
し
て
一
定
の
制
約
が
及
ぶ
と
し
た
。
法
廷
意
見
は
さ
ら
に
、

各
州
で
立
証
の
際
に
求
め
ら
れ
る
厳
密
性
の
程
度
や
伝
聞
証
拠
の

証
明
力
の
認
定
に
差
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
州
の
欠
格
条
項
の
執
行

は
統
一
性
を
欠
き
、
州
ご
と
に
候
補
者
の
適
格
性
が
変
動
す
る
事

態
と
な
る
が
、
そ
う
し
た
「
不
統
一
」
は
連
邦
政
府
と
国
民
全
体

と
の
直
接
的
な
結
び
つ
き
を
切
断
す
る
こ
と
に
な
る
と
説
示
し
た
。

こ
の
よ
う
に
法
廷
意
見
は
、
連
邦
制
の
構
造
と
修
正
一
四
条
の

制
定
目
的
か
ら
、
連
邦
の
公
職
に
就
く
者
と
そ
の
候
補
者
に
対
す

る
州
の
欠
格
条
項
の
執
行
権
限
を
否
定
し
た
。
法
廷
意
見
に
同
意

し
な
か
っ
た
四
名
の
判
事
も
こ
の
点
に
つ
い
て
は
同
意
し
、
ソ
ト

マ
イ
ヨ
ー
ル
判
事
結
論
同
意
意
見
は
法
廷
意
見
と
同
じ
理
由
を
再

述
す
る
と
と
も
に
憲
法
の
規
定
す
る
連
邦
制
を
強
調
し
た
。
し
か

し
こ
の
四
名
の
判
事
は
法
廷
意
見
の
こ
の
説
示
の
み
で
本
件
を
解

決
す
る
に
は
十
分
と
考
え
、
よ
り
踏
み
込
ん
だ
判
決
を
下
し
た
法

廷
意
見
に
与
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

）
三
一
三
（
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憲
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九
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欠
格
条
項
の
自
動
執
行
性

法
廷
意
見
の
中
で
四
名
の
判
事
が
不
要
だ
と
す
る
と
こ
ろ
は
、

欠
格
条
項
の
執
行
に
は
連
邦
法
の
存
在
が
必
要
で
あ
る
と
認
定
し

た
箇
所
と
、
そ
の
執
行
法
の
内
容
に
関
す
る
部
分
で
あ
る
。
そ
こ

で
ま
ず
、
欠
格
条
項
の
執
行
に
は
連
邦
法
の
存
在
が
必
要
な
の
か

と
い
う
問
題
、
す
な
わ
ち
欠
格
条
項
の
自
動
執
行
性
に
つ
い
て
検

討
す
る
。

こ
こ
で
い
う
自
動
執
行
と
は
、
連
邦
の
公
職
に
就
く
者
と
そ
の

候
補
者
に
対
し
て
修
正
一
四
条
三
節
の
要
件
を
充
足
す
る
こ
と
が

認
定
さ
れ
た
場
合
、
即
座
に
欠
格
条
項
の
効
力
が
発
生
す
る
こ
と

を
い
う
（
30
）
。
欠
格
条
項
の
自
動
執
行
性
を
肯
定
す
る
立
場
は
、
憲
法

に
は
当
該
条
項
の
ほ
か
に
大
統
領
の
欠
格
に
関
す
る
規
定
（
31
）
が
あ
る

が
、
そ
れ
は
自
動
執
行
規
定
な
の
だ
か
ら
修
正
一
四
条
三
節
も
同

様
に
自
動
執
行
規
定
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
た
（
32
）
。

法
廷
意
見
は
、
欠
格
条
項
成
立
直
後
に
チ
ェ
イ
ス
連
邦
最
高
裁

長
官
が
下
級
審
裁
判
官
と
し
て
欠
格
条
項
の
自
動
執
行
性
を
否
定

し
、
連
邦
法
の
制
定
を
要
求
し
た
グ
リ
フ
ィ
ン
判
決
（
33
）
に
言
及
し

て
、
欠
格
条
項
の
適
用
対
象
者
を
確
定
す
る
た
め
の
手
続
が
必
要

で
あ
り
、
修
正
一
四
条
五
節
に
基
づ
き
連
邦
議
会
に
そ
の
よ
う
な

手
続
規
定
を
制
定
す
る
権
限
が
付
与
さ
れ
る
と
指
摘
し
た
。
そ
し

議
会
議
員
の
選
挙
と
大
統
領
選
の
選
挙
人
の
選
出
を
州
が
管
理
し

実
施
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
が
、「
大
統
領
選
挙
に
州
が
課
す

制
限
に
は
、
独
特
の
全
国
的
な
重
要
利
益
が
関
係
す
る
（
29
）
」
た
め
、

州
に
対
し
て
一
定
の
制
約
が
及
ぶ
と
し
た
。
法
廷
意
見
は
さ
ら
に
、

各
州
で
立
証
の
際
に
求
め
ら
れ
る
厳
密
性
の
程
度
や
伝
聞
証
拠
の

証
明
力
の
認
定
に
差
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
州
の
欠
格
条
項
の
執
行

は
統
一
性
を
欠
き
、
州
ご
と
に
候
補
者
の
適
格
性
が
変
動
す
る
事

態
と
な
る
が
、
そ
う
し
た
「
不
統
一
」
は
連
邦
政
府
と
国
民
全
体

と
の
直
接
的
な
結
び
つ
き
を
切
断
す
る
こ
と
に
な
る
と
説
示
し
た
。

こ
の
よ
う
に
法
廷
意
見
は
、
連
邦
制
の
構
造
と
修
正
一
四
条
の

制
定
目
的
か
ら
、
連
邦
の
公
職
に
就
く
者
と
そ
の
候
補
者
に
対
す

る
州
の
欠
格
条
項
の
執
行
権
限
を
否
定
し
た
。
法
廷
意
見
に
同
意

し
な
か
っ
た
四
名
の
判
事
も
こ
の
点
に
つ
い
て
は
同
意
し
、
ソ
ト

マ
イ
ヨ
ー
ル
判
事
結
論
同
意
意
見
は
法
廷
意
見
と
同
じ
理
由
を
再

述
す
る
と
と
も
に
憲
法
の
規
定
す
る
連
邦
制
を
強
調
し
た
。
し
か

し
こ
の
四
名
の
判
事
は
法
廷
意
見
の
こ
の
説
示
の
み
で
本
件
を
解

決
す
る
に
は
十
分
と
考
え
、
よ
り
踏
み
込
ん
だ
判
決
を
下
し
た
法

廷
意
見
に
与
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
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法
廷
意
見
の
理
解
は
、
修
正
一
四
条
の
従
来
の
解
釈
か
ら
逸
脱

し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
結
論
同
意
意
見
が
指
摘
す
る
よ
う

に
、
連
邦
最
高
裁
は
平
等
保
護
条
項
や
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
条
項
の

執
行
に
関
し
て
連
邦
法
の
存
在
を
求
め
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
れ
に

つ
い
て
、
法
廷
意
見
は
三
節
が
個
人
の
行
為
を
禁
止
し
て
い
る
点

で
、
政
府
行
為
を
対
象
と
す
る
修
正
一
四
条
の
他
の
条
項
と
は
異

な
る
こ
と
を
強
調
す
る
が
（
36
）
、
個
人
の
行
為
を
特
定
す
る
こ
と
が
特

別
の
執
行
法
の
必
要
性
を
正
当
化
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
疑
義
が

あ
る
。
三
節
を
自
動
執
行
と
理
解
し
、
そ
の
上
で
当
該
行
為
の
三

節
該
当
性
を
裁
判
過
程
に
お
い
て
も
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と

思
わ
れ
る
か
ら
だ
。
ま
た
三
節
の
規
定
す
る
連
邦
議
会
の
欠
格
解

除
権
限
は
、
同
節
の
自
動
執
行
を
強
く
示
唆
し
て
い
る
（
37
）
。
法
廷
意

見
が
当
時
の
連
邦
議
会
や
連
邦
最
高
裁
長
官
の
理
解
だ
け
を
根
拠

に
自
動
執
行
性
を
否
定
し
た
の
は
、
欠
格
条
項
の
原
意
や
「
歴
史

と
伝
統
」
に
基
づ
か
な
い
論
拠
に
乏
し
い
判
断
と
思
わ
れ
よ
う
（
38
）
。

法
廷
意
見
は
連
邦
法
の
必
要
性
を
論
じ
る
際
、
各
州
で
欠
格
条
項

を
自
州
の
公
務
員
に
執
行
す
る
と
き
に
個
別
の
州
法
の
存
在
を
前

提
と
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
論
及
し
て
い
な
い
。
連
邦
最
高
裁

が
近
年
憲
法
解
釈
に
お
い
て
、
そ
の
条
項
の
運
用
に
お
け
る
「
歴

史
と
伝
統
」
を
重
視
し
て
き
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
な
ら
（
39
）
、
そ
し
て

て
、
欠
格
条
項
の
制
定
当
時
の
連
邦
議
会
は
執
行
手
続
の
必
要
性

を
理
解
し
て
お
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
一
八
七
〇
年
市
民
的
権
利

法
（
34
）
の
一
部
に
規
定
さ
れ
た
こ
と
を
強
調
し
た
（
さ
ら
に
憲
法
一
条

に
基
づ
く
議
院
自
律
権
に
よ
る
議
員
の
資
格
争
訟
や
、
修
正
一
四

条
制
定
以
前
の
法
律
で
あ
る
一
八
六
二
年
没
収
法
が
欠
格
を
執
行

す
る
追
加
的
手
続
を
規
定
し
て
い
た
（
35
）
こ
と
に
も
言
及
し
た
）。
法

廷
意
見
は
、
修
正
一
四
条
制
定
直
後
の
連
邦
議
会
や
連
邦
最
高
裁

長
官
の
理
解
（
そ
れ
が
欠
格
条
項
の
「
原
意
」
で
あ
る
の
か
ど
う

か
に
関
わ
ら
ず
）
に
準
拠
し
、
欠
格
条
項
の
自
動
執
行
性
を
否
定

し
て
、
そ
の
執
行
に
は
連
邦
法
（
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
連
邦
議

会
の
意
思
）
が
必
要
で
あ
る
と
判
示
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
ソ
ト
マ
イ
ヨ
ー
ル
判
事
結
論
同
意
意
見
は
、
法

廷
意
見
の
見
解
に
は
条
文
上
の
根
拠
が
な
く
、
三
節
の
文
言
自
体

と
も
矛
盾
す
る
と
批
判
し
た
。
ま
た
、
修
正
一
四
条
の
別
の
条
項

に
関
し
て
自
動
執
行
と
理
解
す
る
従
来
の
解
釈
と
も
合
致
せ
ず
、

大
統
領
職
へ
の
就
任
要
件
を
規
定
し
た
他
の
憲
法
規
定
（
二
条
一

節
五
項
）
と
も
整
合
し
な
い
と
述
べ
た
。
ソ
ト
マ
イ
ヨ
ー
ル
判
事

は
、
法
廷
意
見
が
根
拠
の
一
つ
と
し
た
グ
リ
フ
ィ
ン
判
決
は
先
例

と
し
て
の
拘
束
力
に
欠
け
る
と
も
述
べ
、
憲
法
は
欠
格
条
項
の
執

行
に
お
い
て
連
邦
法
の
存
在
を
必
要
と
し
て
い
な
い
と
論
じ
た
。

）
三
一
一
（

ア
メ
リ
カ
大
統
領
選
へ
の
立
候
補
と
合
衆
国
憲
法
修
正
一
四
条
三
節
（
高
畑
）

九
五

の
公
務
就
任
に
対
す
る
予
防
性
・
救
済
性
と
整
合
し
比
例
す
る
よ

う
入
念
に
調
整
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
べ
き
と
説
示
し
た
。
そ
し
て

反
逆
罪
（
42
）
以
外
に
は
欠
格
条
項
を
執
行
す
る
法
律
は
な
く
、
現
時
点

で
同
条
項
を
執
行
す
る
余
地
は
相
当
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示

唆
し
た
。

ソ
ト
マ
イ
ヨ
ー
ル
判
事
結
論
同
意
意
見
は
、
法
廷
意
見
の
立
場

で
は
、
欠
格
条
項
を
執
行
す
る
法
律
は
、
そ
の
目
的
を
も
つ
特
別

な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
他
の
一
般
的
な
法
律
で
の
執

行
は
認
め
ら
れ
な
く
な
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
う
し
た
解
釈
を
採

用
す
る
根
拠
が
何
ら
示
さ
れ
て
い
な
い
と
批
判
す
る
。
そ
し
て
、

既
存
の
法
律
を
活
用
し
て
裁
判
所
が
欠
格
条
項
を
執
行
す
る
可
能

性
を
否
定
し
て
し
ま
っ
た
と
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。

修
正
一
四
条
三
節
と
五
節
の
関
係
は
、
法
廷
意
見
が
述
べ
る
ほ

ど
整
合
的
で
は
な
い
。
五
節
に
関
す
る
判
例
は
連
邦
議
会
に
修
正

一
四
条
違
反
の
救
済
法
の
制
定
を
認
め
る
が
（
43
）
、
そ
の
主
対
象
は
差

別
禁
止
や
自
由
の
保
護
で
あ
る
と
こ
ろ
、
三
節
が
禁
止
す
る
内
容

は
合
衆
国
へ
の
反
逆
反
乱
の
加
担
者
の
官
職
就
任
で
あ
っ
て
、
性

質
が
異
な
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
だ
（
44
）
。
く
わ
え
て
、
欠
格
条
項
の

執
行
に
関
し
て
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る
と
解
釈
で
き
る
一
般
法
に

準
拠
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
そ
し
て
裁
判
所
が
そ
の
よ
う
な

連
邦
の
公
職
に
関
係
す
る
先
例
が
乏
し
い
場
合
に
、
州
に
お
け
る

執
行
法
の
有
無
に
つ
い
て
の
実
例
は
重
要
な
参
考
事
例
に
な
ろ

う
（
40
）
。
ま
た
、
修
正
一
四
条
五
節
に
基
づ
い
て
制
定
さ
れ
る
連
邦
法

だ
け
が
同
条
違
反
の
救
済
手
段
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
き
た
わ
け

で
は
な
い
（
41
）
。
以
上
の
点
を
踏
ま
え
る
な
ら
、
法
廷
意
見
の
立
場
は

修
正
一
四
条
の
適
用
に
関
す
る
「
伝
統
」
と
合
致
し
な
い
可
能
性

が
高
い
。

Ｄ
．
執
行
法
の
内
容

法
廷
意
見
は
さ
ら
に
、
連
邦
議
会
が
定
め
る
執
行
法
の
内
容
に

ま
で
言
及
し
、
修
正
一
四
条
五
節
に
基
づ
い
て
制
定
さ
れ
る
執
行

法
は
同
節
が
連
邦
議
会
に
付
与
し
た
権
限
の
枠
内
に
収
ま
る
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
た
。
五
節
が
授
権
す
る
連
邦
議
会

の
権
限
は
修
正
一
四
条
違
反
を
厳
密
に
予
防
し
そ
の
侵
害
を
救
済

す
る
法
律
の
制
定
権
限
で
あ
る
の
で
、
欠
格
条
項
の
執
行
法
も
予

防
的
救
済
的
な
性
質
を
帯
び
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
さ
ら
に
合
衆

国
に
対
す
る
反
逆
反
乱
に
参
加
し
た
者
の
公
務
就
任
の
禁
止
と
い

う
目
的
を
達
成
す
る
法
律
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
執
行

法
は
三
節
に
特
化
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
要
請
す
る
。
ま
た
そ

の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
手
段
は
、
そ
う
し
た
者
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に
対
す
る
反
逆
反
乱
に
参
加
し
た
者
の
公
務
就
任
の
禁
止
と
い

う
目
的
を
達
成
す
る
法
律
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
執
行

法
は
三
節
に
特
化
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
要
請
す
る
。
ま
た
そ

の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
手
段
は
、
そ
う
し
た
者

）
三
一
一
（



日
本
法
学

　第
九
十
巻
第
二
号
（
二
〇
二
四
年
九
月
）

九
六

遵
守
宣
誓
を
し
た
合
衆
国
の
「
公
務
員
」
に
該
当
す
る
の
か
が
争

点
と
な
っ
て
い
た
。
実
際
に
本
件
の
下
級
審
で
あ
る
コ
ロ
ラ
ド
州

地
方
裁
判
所
が
大
統
領
は
「
公
務
員
」
で
は
な
い
と
判
決
し
た
よ

う
に
、
こ
の
論
点
は
欠
格
条
項
を
大
統
領
お
よ
び
そ
の
候
補
者
に

適
用
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
論
拠
と
な
り
得
る
。
も
っ
と
も
、
大

統
領
は
「
公
務
員
」
該
当
し
な
い
と
の
立
場
に
は
国
民
的
な
理
解

を
得
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
と
の
懸
念
が
示
さ
れ
て
い
た
（
48
）
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
法
廷
意
見
は
直
接
の
検
討
を
行
っ
て
い
な

い
（
49
）
。
し
か
し
、「
公
務
員
（O

ffi
cer

）」
と
い
う
言
葉
は
使
わ
ず
に

「
公
職
に
就
く
者
（O

ffi
ceholder

）」
と
言
い
換
え
、
そ
の
者
に

欠
格
条
項
が
及
ぶ
だ
け
で
な
く
、
大
統
領
も
そ
の
言
葉
に
含
ま
れ

る
こ
と
を
前
提
に
議
論
を
進
め
た
。
一
般
に
「
公
務
員

（O
ffi

cer

）」
と
「
公
職
に
就
く
者
（O

ffi
ceholder

）」
は
互
換
性

が
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
た
め
、
法
廷
意
見
は
間
接
的
に
で
は

あ
る
が
、
欠
格
条
項
の
い
う
「
公
務
員
」
に
大
統
領
は
該
当
す
る

と
の
立
場
を
と
っ
た
と
理
解
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
（
た
だ

し
、
ソ
ト
マ
イ
ヨ
ー
ル
判
事
結
論
同
意
意
見
が
こ
の
理
解
を
支
持

し
て
い
る
か
は
定
か
で
は
な
い
）。

一
般
法
を
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
問
題
は
、
同
条

項
の
適
用
の
機
会
に
か
か
る
重
要
な
問
題
と
な
る
。
ア
メ
リ
カ
で

は
、
公
的
か
私
的
か
に
か
か
わ
ら
ず
権
力
を
行
使
す
る
者
が
適
正

な
権
限
に
基
づ
い
て
い
る
か
を
問
う
権
限
開
示
令
状
（Q

uo 
W

arranto （45
））
が
広
く
活
用
さ
れ
て
い
る
。
裁
判
所
は
申
立
て
に

基
づ
き
、
適
正
な
権
限
の
有
無
を
審
理
す
る
が
、
そ
の
際
欠
格
条

項
を
適
用
し
て
判
断
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
。
実
際
、
州
で

は
こ
の
手
続
に
よ
り
一
月
六
日
の
事
件
の
参
加
者
が
公
職
か
ら
排

除
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
46
）
。
ソ
ト
マ
イ
ヨ
ー
ル
判
事
が
指
摘
す
る

よ
う
に
、
法
廷
意
見
は
三
節
に
特
化
し
た
執
行
法
の
制
定
を
要
請

す
る
こ
と
に
よ
り
、
連
邦
の
公
職
に
就
く
者
に
対
し
て
、
国
民
が

連
邦
裁
判
所
で
権
限
開
示
令
状
を
申
し
立
て
て
、
欠
格
条
項
を
適

用
す
る
途
を
閉
ざ
し
て
し
ま
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
（
47
）
。

Ｅ
．
大
統
領
の
「
公
務
員
」
該
当
性

欠
格
条
項
は
、
憲
法
を
支
持
す
る
宣
誓
を
し
た
連
邦
議
会
の
議

員
、
合
衆
国
の
公
務
員
、
州
議
会
の
議
員
、
も
し
く
は
州
の
執
行

府
ま
た
は
司
法
府
の
職
員
が
反
逆
な
ど
を
行
っ
た
場
合
に
官
職
就

任
を
認
め
な
い
と
す
る
規
定
で
あ
る
。
こ
の
条
項
に
は
「
大
統

領
」
と
い
う
文
言
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
大
統
領
は
憲
法

）
三
一
一
（

ア
メ
リ
カ
大
統
領
選
へ
の
立
候
補
と
合
衆
国
憲
法
修
正
一
四
条
三
節
（
高
畑
）

九
七

者
に
対
し
て
欠
格
条
項
を
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
結

論
は
、
ト
ラ
ン
プ
前
大
統
領
の
立
候
補
資
格
を
州
ご
と
に
判
定
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
を
明
確
に
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
前
大

統
領
が
一
月
六
日
に
反
逆
行
為
に
加
担
し
た
の
か
ど
う
か
と
い
う

問
題
（
50
）
は
、
彼
が
次
期
大
統
領
に
適
任
で
あ
る
の
か
の
判
断
に
包
含

さ
れ
て
、
二
〇
二
四
年
一
一
月
の
大
統
領
選
挙
で
国
民
が
決
定
す

る
こ
と
と
な
っ
た
。
本
判
決
は
ま
た
、
大
統
領
以
外
の
連
邦
職
の

公
務
員
に
対
し
て
も
、
州
は
修
正
一
四
条
三
節
を
執
行
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
こ
と
を
確
定
さ
せ
た
。

法
廷
意
見
は
、
現
在
欠
格
条
項
を
執
行
す
る
法
律
は
反
逆
反
乱

の
罪
が
確
定
し
た
場
合
に
連
邦
の
公
職
を
欠
格
と
す
る
規
定
（
51
）
に
限

ら
れ
る
と
認
定
し
た
。
従
来
の
州
に
お
け
る
三
節
執
行
で
は
、
対

象
者
の
反
逆
反
乱
罪
で
の
有
罪
確
定
を
前
提
と
せ
ず
、
議
会
や
裁

判
所
が
欠
格
を
宣
言
で
き
る
と
理
解
さ
れ
て
き
た
（
52
）
。
し
か
し
、
本

判
決
に
よ
り
連
邦
公
務
員
と
そ
の
候
補
者
に
対
し
て
は
、
新
法
を

制
定
し
な
い
限
り
、
連
邦
の
反
逆
反
乱
罪
で
の
有
罪
確
定
が
三
節

執
行
の
前
提
と
な
る
こ
と
に
な
っ
た
。
法
廷
意
見
の
い
う
「
連
邦

公
務
員
の
職
務
」
の
特
殊
性
（
全
国
民
に
対
す
る
責
任
）
が
、
か

か
る
連
邦
公
務
員
と
州
公
務
員
の
別
異
取
扱
い
を
正
当
化
す
る
の

か
定
か
で
は
な
い
。

Ｆ
．
バ
レ
ッ
ト
判
事
一
部
同
意
意
見
に
つ
い
て

バ
レ
ッ
ト
判
事
は
、
法
廷
意
見
の
欠
格
条
項
の
執
行
に
は
連
邦

法
の
存
在
が
必
要
で
あ
る
と
認
定
し
た
箇
所
と
そ
の
執
行
法
の
内

容
に
関
す
る
部
分
に
は
同
意
せ
ず
、
さ
ら
に
ソ
ト
マ
イ
ヨ
ー
ル
判

事
の
結
論
同
意
意
見
に
も
参
加
し
な
か
っ
た
。
バ
レ
ッ
ト
判
事
が

そ
の
短
い
個
別
意
見
で
強
調
し
た
か
っ
た
の
は
、
憲
法
が
規
定
す

る
連
邦
主
義
の
観
点
か
ら
、
州
は
連
邦
の
公
職
に
就
く
者
や
そ
の

候
補
者
に
対
し
て
欠
格
条
項
を
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い

う
点
に
つ
い
て
は
、
連
邦
最
高
裁
の
判
事
全
員
が
同
意
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
だ
。
同
判
事
は
、
こ
の
結
論
に
全
員
が
同
意
し
て
い

る
こ
と
を
ト
ラ
ン
プ
前
大
統
領
の
立
候
補
資
格
に
関
わ
る
政
治
性

の
強
い
こ
の
裁
判
で
国
民
に
提
示
す
る
意
義
は
大
き
く
、
だ
か
ら

こ
そ
全
員
が
同
意
で
き
る
理
由
に
限
定
し
て
判
決
す
べ
き
だ
っ
た

と
考
え
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
法
廷
意
見
を
批
判
す
る
部
分
を
含

む
ソ
ト
マ
イ
ヨ
ー
ル
判
事
結
論
同
意
意
見
に
同
調
し
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。
本
判
決
が
政
治
的
に
持
つ
意
味
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、

バ
レ
ッ
ト
判
事
の
見
解
は
尊
重
さ
れ
る
べ
き
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

Ｇ
．
本
判
決
の
影
響

本
判
決
が
示
し
た
、
州
は
連
邦
の
公
職
に
就
く
者
や
そ
の
候
補

）
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一
一
（
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に
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い
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全
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日
本
法
学

　第
九
十
巻
第
二
号
（
二
〇
二
四
年
九
月
）

九
八

（
1
） 

合
衆
国
憲
法
の
訳
は
、
初
宿
正
典 = 

辻󠄀󠄀
󠄀
󠄀
󠄀
󠄀
󠄀
󠄀
󠄀
󠄀

説
世
界
憲
法
集
〔
第
４
版
〕』（
三
省
堂
、
二
〇
一
七
年
）
と
松
井

茂
記
󠄀
ア
メ
リ
カ
憲
法
入
門
〔
第
９
版
〕』（
有
斐
閣
、
二
〇
二
三

年
）
を
参
考
に
し
た
。

（
2
） W

illiam
 B

aude &
 M

ichael S
tokes P

aulsen, T
h

e 
S

w
eep an

d
 F

orce of S
ection

 T
h

ree, 172 U
. P

AA. L
. R

E
V

E
V. 

605, 608-609 

（2024

）.

（
3
） 

S
ee Jennifer K

. E
lsea, C

ongressional R
esearch 

S
ervice, T

h
e In

su
rrection

 B
ar to O

ffice: S
ection

 3 of th
e 

F
ou

rteen
th

 A
m

en
d

m
en

t, 1, 2 

（S
ep. 7, 2022

） <https://
crsreports.congress.gov/product/pdf/L

S
B

/L
S

B
10569>.

（
4
） 

読
売
󠄀
聞
二
〇
二
一
年
一
月
七
日
夕
刊
、
日
本
経
済
󠄀
聞

二
〇
二
一
年
一
月
八
日
朝
刊
参
照
。

（
5
） 

S
ee H

.R
. R

es. 24, 117th C
ong. 

（2021

）.

（
6
） 

S
ee 167 C

O
N

G
O

N
G. R

E
C

E
C. S

733 

（daily ed. F
eb. 13, 2021

）

（
7
） A

nderson v. G
risw

old, 2023 W
L

 8006216 

（C
olo. D

ist. 
C

t. N
ov. 17, 2023

）. 

（
8
） 

Id. at *43-46.

（
9
） A

nderson v. G
risw

old, 543 P
.3d 283 

（C
o. S

up. C
t. 

2023

）.

（
10
） 

S
ee id, at 323.

（
11
） 

S
ee id.

（
12
） 

S
ee id. at 324.

（
13
） 

S
ee id. at 131-134.

本
判
決
の
結
果
、
ト
ラ
ン
プ
前
大
統
領
の
公
職
就
任
資
格
に
つ

い
て
、
連
邦
議
会
が
執
行
法
を
制
定
し
た
後
に
判
定
さ
れ
る
余
地

が
残
さ
れ
た
。
現
在
の
ア
メ
リ
カ
の
政
治
状
況
を
踏
ま
え
る
な
ら

考
え
に
く
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
仮
に
一
一
月
の
選
挙
で
連
邦
議

会
の
上
下
両
院
で
民
主
党
が
議
席
の
過
半
数
を
獲
得
し
た
場
合
、

そ
し
て
ト
ラ
ン
プ
前
大
統
領
が
大
統
領
に
当
選
し
た
な
ら
ば
、
連

邦
議
会
が
三
節
の
執
行
法
を
制
定
し
て
、
欠
格
条
項
に
基
づ
き
そ

の
資
格
を
判
定
す
る
可
能
性
を
想
定
す
る
こ
と
は
で
き
󠄀
う
。
選

挙
後
の
󠄀
し
い
連
邦
議
会
は
二
〇
二
五
年
一
月
三
日
に
招
集
さ

れ
（
53
）
、
󠄀
大
統
領
の
当
選
確
定
は
一
月
六
日
に
行
わ
れ
る
が
（
54
）
、
こ
の

間
に
民
主
党
優
勢
の
連
邦
議
会
が
修
正
一
四
条
三
節
を
執
行
す
る

法
律
を
制
定
し
、
󠄀
大
統
領
の
就
任
資
格
を
審
査
す
る
（
55
）
こ
と
は
あ

り
え
な
く
は
な
い
（
56
）
。
こ
う
し
た
可
能
性
に
対
し
て
、
法
廷
意
見
は

「
投
票
後
に
三
節
の
欠
格
が
主
張
さ
れ
た
場
合
、
深
刻
な
混
乱
が

発
生
し
、
選
挙
結
果
は
変
更
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
憲
法
は
、

こ
の
󠄀
う
な
、
い
つ
発
生
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
混
乱
に
耐
え

る
こ
と
を
国
民
に
求
め
て
は
い
な
い
の
だ
（
57
）
」
と
説
示
し
た
が
、
そ

の
立
場
を
貫
徹
す
る
の
な
ら
、
大
統
領
は
欠
格
条
項
の
適
用
対
象

外
で
あ
る
と
判
決
す
る
（
58
）
な
ど
、
国
民
の
投
票
の
結
果
を
い
っ
そ
う

強
く
保
証
す
る
判
断
を
示
す
べ
き
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

）
三
一
一
（

ア
メ
リ
カ
大
統
領
選
へ
の
立
候
補
と
合
衆
国
憲
法
修
正
一
四
条
三
節
（
高
畑
）

九
九

畑
英
一
郎
「
ト
ラ
ン
プ
前
大
統
領
の
刑
事
訴
追
と
ア
メ
リ
カ
憲
法
」

有
斐
閣O

nline

ロ
ー
ジ
ャ
ー
ナ
ル
¶
〇
一
五-
〇
一
七

（
二
〇
二
四
年
）（Y

O
L

J-L
2402001

）
参
照
。

（
31
） 

憲
法
二
条
一
節
五
項
は
出
生
時
に
ア
メ
リ
カ
国
籍
を
取
得
し

て
い
る
こ
と
、
三
五
歳
以
上
で
あ
る
こ
と
、
国
内
に
一
四
年
以
上

居
住
し
て
い
る
こ
と
を
大
統
領
の
就
任
要
件
と
し
、
修
正
二
二
条

一
節
は
三
期
目
の
選
出
を
禁
止
し
て
い
る
。

（
32
） S

ee B
aude &

 P
aulsen, su

pra note 2, at 624.

（
33
） 

In
 re G

riffin, 11 F
. C

as. 7 

（C
.C

.D
. V

a. 1869

） （N
o. 

5815

）. 

こ
の
裁
判
は
、
白
人
女
性
に
道
を
譲
ら
な
か
っ
た
黒
人
が

女
性
の
息
子
か
ら
の
暴
行
に
反
撃
し
て
息
子
に
発
砲
し
た
事
件
に

つ
い
て
、
被
告
人
の
黒
人
が
有
罪
判
決
を
下
し
た
州
裁
判
所
の
判

事
が
南
軍
関
係
者
で
あ
り
修
正
一
四
条
三
節
に
よ
り
欠
格
で
あ
る

と
主
張
し
て
人
身
保
護
令
状
を
連
邦
裁
判
所
に
請
求
し
た
事
件
で

あ
る
。
チ
ェ
イ
ス
長
官
は
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
の
連
邦
控
訴
裁
判
所

の
裁
判
官
と
し
て
、
本
文
に
あ
る
説
示
を
行
っ
た
。S

ee also 
H

enry Ishitani, T
h

e F
ou

rteen
th

 A
m

en
d

m
en

t is N
ot a B

ill 
o

f A
tta

in
d

er: U
n

co
v

erin
g

 th
e F

u
n

d
a

m
en

ta
l 

C
on

trad
iction

s in
 C

h
ief J

u
stice C

h
ase’s A

rgu
m

en
t T

h
at 

S
ection

 T
h

ree Is N
ot S

elf-E
xecu

tin
g, H

A
R

V
A

R
V. L

. R
E

V
E

V. B
L

O
G

L
O

G 

（Jan. 28, 2024

） <https://harvardlaw
review

.org/
blog/2024/01/section-three-is-not-a-bill-of-attainder/>.

（
34
） E

nforcem
ent A

ct of 1870, 

§14-15, P
ub. L

. N
o. 41-

114, 16 S
tat. 140, 143-144 

（1870

） （repealed 1948

） 

（
14
） 

S
ee id. at 330.

（
15
） 

S
ee id. at 331-332.

（
16
） 

S
ee id at 305-306.

（
17
） T

rum
p v. A

nderson, 144 S
. C

t. 539 

（2024

）.

（
18
） T

rum
p v. A

nderson, 601 U
.S

. 100, 108-109 

（2024

）.

（
19
） 

Id. at 109-110.

（
20
） 

Id. at 110-114.

（
21
） 

Id. at 114-115.

（
22
） 

Id. at 115.

（
23
） 

Id. at 115-117.

（
24
） 

Id. at 117.

（
25
） 

Id. at 117-118 

（B
arrett, J., concurring in part and 

concurring in the judgm
ent

）.

（
26
） 

Id. at 118-120 

（S
otom

ayor, J., concurring in the 
judgm

ent

）.

（
27
） 

Id. at 120-122. 

（
28
） 

S
ee A

m
. C

itizens v. U
nited S

tates, N
o. 05-1259, 2006 

W
L

 8444223, at *1 

（D
.N

.M
. M

ay 31, 2006

）. S
ee a

lso 

M
yles S

. L
ynch, D

isloya
lty &

 D
isq

u
a

lifica
tion

: 
R

econ
stru

ctin
g S

ection
 3 of th

e F
ou

rteen
th

 A
m

en
d

m
en

t, 
30 W

MM. &
 M

A
R

Y
A

R
Y B

IL
L

IL
L R

T
S

T
S. J. 153, 156, n.10 

（2021

）.

（
29
） A

nderson v. C
elebrezze, 460 U

.S
. 780, 794-795 

（1983

）.

（
30
） 

欠
格
条
項
の
自
動
執
行
性
に
関
す
る
学
説
に
つ
い
て
は
、
高

）
三
一
一
（



ア
メ
リ
カ
大
統
領
選
へ
の
立
候
補
と
合
衆
国
憲
法
修
正
一
四
条
三
節
（
高
畑
）

九
九

畑
英
一
郎
「
ト
ラ
ン
プ
前
大
統
領
の
刑
事
訴
追
と
ア
メ
リ
カ
憲
法
」

有
斐
閣O

nline

ロ
ー
ジ
ャ
ー
ナ
ル
¶
〇
一
五-

〇
一
七

（
二
〇
二
四
年
）（Y

O
L

J-L
2402001

）
参
照
。

（
31
） 

憲
法
二
条
一
節
五
項
は
出
生
時
に
ア
メ
リ
カ
国
籍
を
取
得
し

て
い
る
こ
と
、
三
五
歳
以
上
で
あ
る
こ
と
、
国
内
に
一
四
年
以
上

居
住
し
て
い
る
こ
と
を
大
統
領
の
就
任
要
件
と
し
、
修
正
二
二
条

一
節
は
三
期
目
の
選
出
を
禁
止
し
て
い
る
。

（
32
） S

ee B
aude &

 P
aulsen, su

pra note 2, at 624.

（
33
） 

In
 re G

riffin, 11 F
. C

as. 7 

（C
.C

.D
. V

a. 1869

） （N
o. 

5815

）. 

こ
の
裁
判
は
、
白
人
女
性
に
道
を
譲
ら
な
か
っ
た
黒
人
が

女
性
の
息
子
か
ら
の
暴
行
に
反
撃
し
て
息
子
に
発
砲
し
た
事
件
に

つ
い
て
、
被
告
人
の
黒
人
が
有
罪
判
決
を
下
し
た
州
裁
判
所
の
判

事
が
南
軍
関
係
者
で
あ
り
修
正
一
四
条
三
節
に
よ
り
欠
格
で
あ
る

と
主
張
し
て
人
身
保
護
令
状
を
連
邦
裁
判
所
に
請
求
し
た
事
件
で

あ
る
。
チ
ェ
イ
ス
長
官
は
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
の
連
邦
控
訴
裁
判
所

の
裁
判
官
と
し
て
、
本
文
に
あ
る
説
示
を
行
っ
た
。S

ee also 
H

enry Ishitani, T
h

e F
ou

rteen
th

 A
m

en
d

m
en

t is N
ot a B

ill 
o

f A
tta

in
d

er: U
n

co
v

erin
g

 th
e F

u
n

d
a

m
en

ta
l 

C
on

trad
iction

s in
 C

h
ief J

u
stice C

h
ase’s A

rgu
m

en
t T

h
at 

S
ection

 T
h

ree Is N
ot S

elf-E
xecu

tin
g, H

A
R

V
A

R
V. L

. R
E

V
E

V. B
L

O
G

L
O

G 

（Jan. 28, 2024

） <https://harvardlaw
review

.org/
blog/2024/01/section-three-is-not-a-bill-of-attainder/>.

（
34
） E

nforcem
ent A

ct of 1870, 

§14-15, P
ub. L

. N
o. 41-

114, 16 S
tat. 140, 143-144 

（1870

） （repealed 1948

） 

（
14
） 

S
ee id. at 330.

（
15
） 

S
ee id. at 331-332.

（
16
） 

S
ee id at 305-306.

（
17
） T

rum
p v. A

nderson, 144 S
. C

t. 539 

（2024

）.

（
18
） T

rum
p v. A

nderson, 601 U
.S

. 100, 108-109 

（2024

）.

（
19
） 

Id. at 109-110.

（
20
） 

Id. at 110-114.

（
21
） 

Id. at 114-115.

（
22
） 

Id. at 115.

（
23
） 

Id. at 115-117.

（
24
） 

Id. at 117.

（
25
） 

Id. at 117-118 

（B
arrett, J., concurring in part and 

concurring in the judgm
ent

）.

（
26
） 

Id. at 118-120 

（S
otom

ayor, J., concurring in the 
judgm

ent

）.

（
27
） 

Id. at 120-122. 

（
28
） 

S
ee A

m
. C

itizens v. U
nited S

tates, N
o. 05-1259, 2006 

W
L

 8444223, at *1 

（D
.N

.M
. M

ay 31, 2006

）. S
ee a

lso 

M
yles S

. L
ynch, D

isloya
lty &

 D
isq

u
a

lifica
tion

: 
R

econ
stru

ctin
g S

ection
 3 of th

e F
ou

rteen
th

 A
m

en
d

m
en

t, 
30 W

MM. &
 M

A
R

Y
A

R
Y B

IL
L

IL
L R

T
S

T
S. J. 153, 156, n.10 

（2021

）.

（
29
） A

nderson v. C
elebrezze, 460 U

.S
. 780, 794-795 

（1983

）.

（
30
） 

欠
格
条
項
の
自
動
執
行
性
に
関
す
る
学
説
に
つ
い
て
は
、
高

）
三
一
一
（



日
本
法
学

　第
九
十
巻
第
二
号
（
二
〇
二
四
年
九
月
）

一
〇
〇

B
rem

erton S
chool D

istrict, 142 S
. C

t. 2407 

（2022

）.

（
40
） 

実
際
、
ア
リ
ゾ
ナ
州
で
は
執
行
法
が
な
く
と
も
、
裁
判
所
が

公
務
員
に
欠
格
条
項
を
執
行
し
て
対
象
者
を
解
職
し
た
事
例
が
あ

る
。S

ee S
tate v. G

riffi
n, 2022 W

L
 4295619 

（N
.M

. D
ist. 

C
t. 2022

）; G
riffi

n v. S
tate, N

O
. S

-1-S
C

-39571 

（N
.M

. S
. 

C
t. 2022

）.

（
41
） Ilya S

om
in, W

h
at th

e S
u

prem
e C

ou
rt G

ot W
ron

g in
 

th
e T

ru
m

p
 S

ection
 3 C

a
se, L

A
W

F
A

R
E

A
W

F
A

R
E 

（M
ar. 8, 2024

） 
<https://w

w
w

.law
farem

edia.org/article/w
hat-the-

suprem
e-court-got-w

rong-in-the-trum
p-section-3-case>.

（
42
） 18 U

.S
.C

. 

§ 2383.

（
43
） 

S
ee C

ity of B
oerne v. F

lores, 521 U
.S

. 507, 536 

（1997

）.

（
44
） 

大
林
啓
吾
「
大
統
領
選
挙
立
候
補
資
格
を
め
ぐ
る
司
法
判
断

─
ト
ラ
ン
プ
対
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
判
決
の
読
解
」
判
例
時
報

二
五
九
一
号
（
二
〇
二
四
年
）
二
〇
頁
参
照
。

（
45
） 

ワ
シ
ン
ト
ンD

.C
.

に
お
け
る
権
限
開
示
令
状
に
つ
い
て
は
、

see D
.C

. C
O

D
E

O
D

E 

§§ 16-3501 to 16-3503.

（
46
） S

tate v. G
riffin, 2022 W

L
 4295619 

（N
.M

. D
ist. C

t. 
2022

）; G
riffi

n v. S
tate, N

O
. S

-1-S
C

-39571 

（N
.M

. S
. C

t. 
2022

）. 

高
畑
・
前
掲
註（
30
）¶
〇
二
四
も
参
照
。

（
47
） 

大
統
領
の
権
限
は
全
国
的
に
及
ぶ
た
め
、
権
限
開
示
令
状
に

よ
る
そ
の
無
効
判
断
が
深
刻
な
混
乱
を
も
た
ら
す
可
能
性
を
指
摘

す
る
も
の
と
し
て
、S

ee D
orf, su

pra note 37.

　
た
だ
し
、
連

<https://w
w

w
.senate.gov/artandhistory/history/

resources/pdf/E
nforcem

entA
ct_1870.pdf>.

（
35
） C

onfiscation A
ct of 1862, 

§§2, 3, P
ub. L

. N
o. 37-195, 

12 S
tat. 589, 590 

（1862

） < https://w
w

w
.govinfo.gov/

content/pkg/S
T

A
T

U
T

E
-12/pdf/S

T
A

T
U

T
E

-12-P
g589-2.

pdf>. 

こ
の
法
は
今
日
で
も
有
効
で
あ
る
。S

ee 18 U
.S

.C
. 

§ 
2383.

（
36
） 

S
ee a

lso D
avid B

. F
room

kina &
 E

ric E
isne, T

h
e 

S
econ

d
 C

om
in

g of th
e S

econ
d

 S
ection

: T
h

e F
ou

rteen
th

 

A
m

en
d

m
en

t an
d

 P
resid

en
tial E

lection
s, 56 A

R
IZ

R
IZ. S

TT. L
.J. 

127, 148 

（2024

）.

（
37
） 

S
ee M

ichael C
. D

orf, N
in

e J
u

stices in
 S

earch
 of an

 
E

xcu
se to N

u
llify S

ection
 3 of th

e 14th
 A

m
en

d
m

en
t, D

O
R

F
O

R
F 

O
N

O
N L

A
W

A
W 

（M
ar. 5, 2024

） <https://w
w

w
.dorfonlaw

.
org/2024/03/nine-justices-in-search-of-excuse-to.htm

l>.

（
38
） 

本
判
決
が
原
意
主
義
に
立
脚
し
て
い
な
い
と
す
る
見
解
と
し

て
、see M

ike R
appaport, T

h
e O

rigin
alist D

isaster in
 

T
ru

m
p v. A

n
d

erson, T
H

E
H

E O
R

IG
IN

A
L

IS
M

R
IG

IN
A

L
IS

M B
L

O
G

L
O

G 

（M
ar. 5, 2014

） 
<https://originalism

blog.typepad.com
/the-originalism

-
blog/2024/03/the-originalist-disaster-of-trum

p-v-
andersonm

ike-rappaport.htm
l>.

（
39
） 

S
ee e.g., N

. Y
. S

tate R
ifle &

 P
istol A

ss ’n v. B
ruen, 

142 S
. C

t. 2111 

（2022

）; D
obbs v. Jackson W

om
en ’s 

H
ealth O

rg., 142 S
. C

t. 2228 

（2022

）; K
ennedy v. 

）
三
一
一
（

ア
メ
リ
カ
大
統
領
選
へ
の
立
候
補
と
合
衆
国
憲
法
修
正
一
四
条
三
節
（
高
畑
）

一
〇
一

C
a

n
 C

on
gress D

isqu
a

lify T
ru

m
p

 A
fter th

e S
u

p
rem

e 

C
ou

rt’s S
ection

 3 R
u

lin
g?, L

A
W

F
A

R
E

A
W

F
A

R
E 

（M
ar. 14, 2024

） 
<https://w

w
w

.law
farem

edia.org/article/can-congress-
disqualify-trum

p-after-the-suprem
e-court-s-section-3-

ruling>. F
oley

自
身
は
、
法
廷
意
見
は
大
統
領
選
挙
後
の
執
行
法

制
定
を
肯
定
し
て
い
な
い
と
理
解
す
る
。 S

ee also S
om

in, 
su

pra note 41.

（
57
） 

A
n

d
erson, 601 U

.S
. at 117.

（
58
） 

こ
の
論
点
が
い
ず
れ
議
論
の
俎
上
に
上
が
る
可
能
性
を
説
く

も
の
と
し
て
、see B

lackm
an &

 T
illm

an, su
pra note 47.

邦
最
高
裁
は
「
政
治
問
題
」
の
法
理
や
「
事
実
上
の
公
務
員
（de 

facto offi
cer

）」
の
法
理
に
基
づ
い
て
、
大
統
領
権
限
を
肯
定
す

る
だ
ろ
う
と
予
測
さ
れ
て
い
る
。S

ee Josh B
lackm

an &
 S

eth 
B

arrett T
illm

an, If T
ru

m
p P

revails, H
ow

 W
ill S

ection
 3 

B
e L

itiga
ted

 O
n

 O
r A

fter J
a

n
u

a
ry 20, 2025?, V

O
L

O
K

H
O

L
O

K
H 

C
O

N
S

P
IR

A
C

Y
O

N
S

P
IR

A
C

Y 

（M
ar. 5, 2024

） <https://reason.com
/

volokh/2024/03/05/if-trum
p-prevails-how

-w
ill-section-3-

be-litigated-on-or-after-january-20-2025/>.

（
48
） 

S
ee M

ichael M
cC

onnell, Is D
o

n
a

ld
 T

ru
m

p 
D

isq
u

a
lified

 from
 th

e P
resid

en
cy? A

 R
esp

on
se to 

M
atth

ew
 J

. F
ran

ck, P
U

B
L

IC
U

B
L

IC D
IS

C
O

U
R

S
E

IS
C

O
U

R
S

E 

（Jan. 18, 2024

）.

（
49
） 

S
ee S

om
in, su

pra note 41; M
arty L

ederm
an, W

hat ’s 
dividing the Justices 

（and other initial reactions to the 
C

ourt ’s decision in T
rum

p v. A
nderson

）, B
A

L
K

IN
IZ

A
T

IO
N

A
L

K
IN

IZ
A

T
IO

N 

（M
arch 5, 2024

） <https://balkin.blogspot.com
/2024/03/

w
hats-dividing-justices-and-other.htm

l>.

（
50
） 

コ
ロ
ラ
ド
州
の
地
裁
や
最
高
裁
は
前
大
統
領
の
加
担
を
認
定

し
た
が
、
本
判
決
は
そ
の
点
に
一
切
言
及
し
て
い
な
い
。

（
51
） 18 U

.S
.C

. 

§ 2383.

（
52
） 

高
畑
・
前
掲
註（
30
）¶
〇
一
七
参
照
。

（
53
） 

S
ee U

.S
. C

onst. am
end. X

X
 

§ 2.

（
54
） 

S
ee 3 U

.S
.C

. 

§ 15.

（
55
） 

S
ee U

.S
. C

onst. am
end. X

X
 

§ 3.

（
56
） 

こ
の
可
能
性
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、see N

ed F
oley, 

）
三
一
三
（



ア
メ
リ
カ
大
統
領
選
へ
の
立
候
補
と
合
衆
国
憲
法
修
正
一
四
条
三
節
（
高
畑
）

一
〇
一

C
a

n
 C

on
gress D

isqu
a

lify T
ru

m
p

 A
fter th

e S
u

p
rem

e 

C
ou

rt’s S
ection

 3 R
u

lin
g?, L

A
W

F
A

R
E

A
W

F
A

R
E 

（M
ar. 14, 2024

） 
<https://w

w
w

.law
farem

edia.org/article/can-congress-
disqualify-trum

p-after-the-suprem
e-court-s-section-3-

ruling>. F
oley

自
身
は
、
法
廷
意
見
は
大
統
領
選
挙
後
の
執
行
法

制
定
を
肯
定
し
て
い
な
い
と
理
解
す
る
。 S

ee also S
om

in, 
su

pra note 41.

（
57
） 

A
n

d
erson, 601 U

.S
. at 117.

（
58
） 

こ
の
論
点
が
い
ず
れ
議
論
の
俎
上
に
上
が
る
可
能
性
を
説
く

も
の
と
し
て
、see B

lackm
an &

 T
illm

an, su
pra note 47.

邦
最
高
裁
は
「
政
治
問
題
」
の
法
理
や
「
事
実
上
の
公
務
員
（de 

facto offi
cer

）」
の
法
理
に
基
づ
い
て
、
大
統
領
権
限
を
肯
定
す

る
だ
ろ
う
と
予
測
さ
れ
て
い
る
。S

ee Josh B
lackm

an &
 S

eth 
B

arrett T
illm

an, If T
ru

m
p P

revails, H
ow

 W
ill S

ection
 3 

B
e L

itiga
ted

 O
n

 O
r A

fter J
a

n
u

a
ry 20, 2025?, V

O
L

O
K

H
O

L
O

K
H 

C
O

N
S

P
IR

A
C

Y
O

N
S

P
IR

A
C

Y 
（M

ar. 5, 2024

） <https://reason.com
/

volokh/2024/03/05/if-trum
p-prevails-how

-w
ill-section-3-

be-litigated-on-or-after-january-20-2025/>.

（
48
） 

S
ee M

ichael M
cC

onnell, Is D
o

n
a

ld
 T

ru
m

p 
D

isq
u

a
lified

 from
 th

e P
resid

en
cy? A

 R
esp

on
se to 

M
atth

ew
 J

. F
ran

ck, P
U

B
L

IC
U

B
L

IC D
IS

C
O

U
R

S
E

IS
C

O
U

R
S

E 

（Jan. 18, 2024

）.

（
49
） 

S
ee S

om
in, su

pra note 41; M
arty L

ederm
an, W

hat ’s 
dividing the Justices 

（and other initial reactions to the 
C

ourt ’s decision in T
rum

p v. A
nderson

）, B
A

L
K

IN
IZ

A
T

IO
N

A
L

K
IN

IZ
A

T
IO

N 

（M
arch 5, 2024

） <https://balkin.blogspot.com
/2024/03/

w
hats-dividing-justices-and-other.htm

l>.

（
50
） 

コ
ロ
ラ
ド
州
の
地
裁
や
最
高
裁
は
前
大
統
領
の
加
担
を
認
定

し
た
が
、
本
判
決
は
そ
の
点
に
一
切
言
及
し
て
い
な
い
。

（
51
） 18 U

.S
.C

. 

§ 2383.

（
52
） 

高
畑
・
前
掲
註（
30
）¶
〇
一
七
参
照
。

（
53
） 

S
ee U

.S
. C

onst. am
end. X

X
 

§ 2.

（
54
） 

S
ee 3 U

.S
.C

. 

§ 15.

（
55
） 

S
ee U

.S
. C

onst. am
end. X

X
 

§ 3.

（
56
） 

こ
の
可
能
性
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、see N

ed F
oley, 

）
三
一
三
（


